


 

 

市長あいさつ 
 

 

山梨市では、この度「障害者基本法第 11条」の

規定に基づく市町村障害者計画として「山梨市第

３期障害者計画」を策定いたしました。 

本市は平成 18 年 3 月に「山梨市第１期障害者

計画」を策定して以来、「人権を尊重し自立と参

加を支え合う福祉のまちづくり」を基本理念とし

て、障害者の生活に関わる福祉サービスの整備な

らびに提供に努めてまいりました。 

国ではこの間、平成 30 年３月に「すべての国民が障害の有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実

現」を目指した「第４次障害者基本計画」を策定しました。 

「山梨市第３期障害者計画」は、この国の基本指針に基づき、「だれもが個性

と人格を認め合い、共に暮らすまちを目指して」という基本理念のもと、「障害

者のニーズ（需要）に沿った施策展開」「ライフステージに沿った分野横断的な

施策展開」「地域で支える仕組みづくり」という 3 つの視点で施策展開し、障害

者やその家族が、住み慣れた地域でその人らしい暮らしを営むことのできる

「共生社会」の実現に向けて積極的に取り組んでまいります。 

市民の皆さま、また各関係機関の皆さまにおかれましては、この共生社会へ

の実現に向け、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたりましてご尽力を賜りました策定懇話会委員の

皆さま、計画策定プロジェクトチーム委員の皆さま、並びに、アンケート調査

等を通じて貴重なご意見を賜りました多くの市民の皆さまに心から感謝申し上

げます。 

 

 

令和３年３月 

 

山梨市長 
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本計画書は、視覚障害のある方にも読みや

すいＵＤフォント（ユニバーサルデザイン

フォント）を使用しています。 

 

表紙の絵は、山梨市内の障害福祉施設から

提供いただいた絵を用いています。スキャ

ニングやコピーは差し控えていただきます

ようお願い申し上げます。 
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第１章  計画策定にあたって  策定の趣旨 

本市では、平成 18 年 3 月、旧障害者総合支援法に基づく「第 1 期障害福祉計画」

の策定に合わせて、障害者基本法に基づく市町村障害者計画として「山梨市障害者基

本計画」を策定し「人権を尊重し自立と参加を支え合う福祉のまちづくり」を基本理

念に、障害者の生活全般にかかわる施策の推進とともに障害福祉サービス等の整備に

努めてきました。 

その後、国の法改正等の動向を踏まえて、平成 28 年 3 月に「第 2 期山梨市障害者

計画」を策定し、時代の変化と障害者のニーズに適切に対応するとともに、障害者基

本法の目的である「共生社会」の実現に向けて、障害者施策を推進してきました。 

その間、国では、平成 30 年 4 月に障害者が自ら望む地域生活を営むための環境整

備のため「障害者総合支援法及び児童福祉法の一部を改正する法律」が施行、また第

４次障害者基本計画が策定され、新たな 7 つの基本指針のもと、障害者福祉が推進さ

れてきています。 

本市においても、このような国の障害者施策の改正に対応し、障害者の自立と社会

参加の支援等に向けた施策の一層の充実を図り、障害の有無にかかわらず住み慣れた

地域で安心して暮らすことができる「共生社会」の実現にむけて取り組むため、国の

基本指針に基づき、本計画の策定を行いました。 
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 各計画の位置づけ  障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の位置付けと関係 

障害者計画 

「障害者計画」は、障害者基本法第 11 条の規定に基づく「市町村障害者計画」に

位置づけられるもので、山梨市の障害者施策の基本的な事項を定める計画です。 

本計画は、山梨市総合計画、山梨市地域保健福祉計画における部門計画として、市

の福祉政策との整合性を確保するとともに、高齢者や子ども、保健施策分野の諸計画

との整合性も留意しながら策定するものとします。 

 

障害福祉計画 

「障害福祉計画」は、障害者総合支援法第 88 条の規定に基づく「市町村障害福祉

計画」に位置づけられるもので、地域社会における共生の実現に向け、障害福祉サー

ビスの必要な量の見込み及びその確保のための方策、地域生活支援事業の実施に関す

る事項などに関し、年度ごとに具体的な目標値を設けた実施計画として定める計画で

す。 

 

障害児福祉計画 

「障害児福祉計画」は、児童福祉法第 33条の 20の規定に基づく「市町村障害児福

祉計画」に位置づけられるもので、障害児通所支援または障害児相談支援の種類ごと

の必要な量の見込み及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項

などに関し、年度ごとに具体的な目標値を設けた実施計画として定める計画です。 

 

  
■「障害者計画」と「障害福祉計画」の関係 

 

    
 

 

 

  

障害者計画 

障害のある人の生活全般にかかわる 

施策の方向性（指針）を定める 

根拠法：障害者基本法（第 11条） 

障害福祉計画・障害児福祉計画 

障害者計画の考え方に基づき、障害福

祉サービス等の活動指標を定める 

根拠法：障害者総合支援法（第 88条） 

    児童福祉法（第 33条の 20） 
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 計画の対象者 

本計画の対象者は、障害者基本法及び障害者総合支援法などの以下の関連法を踏ま

え、身体障害・知的障害・精神障害（発達障害を含む）がある者、障害児及び難病患

者を対象とします。なお、この計画は障害者基本法に基づいた計画であるため、「障

害者」「障害児」を特別な場合を除き、区別して表現せず「障害者」に統一して表記

します。 

また、高次脳機能障害についても明確に本計画の対象と位置付けて取り組んでいき

ます。 

  障害者基本法第 2条第 1号 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能

の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により

継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

  障害者総合支援法第 4条第 1項及び第 2項 

第 4条 この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第 4条に規定する身体障

害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち 18 歳以上である者及び精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律第 5 条に規定する精神障害者（発達障害者支援法（平

成 16 年法律第 167 号）第 2 条第 2 項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉

法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。）のうち 18 歳以上である者

並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもの

による障害の程度が厚生労働大臣の定める程度である者であって 18 歳以上であるも

のをいう。 

2「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する障害児及び精神障害者のうち 18

歳未満である者をいう。 

  児童福祉法第 4条第 2項 

第 4条  

2 この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障

害のある児童（発達障害者支援法（平成十六年法律第百六十七号）第二条第二項に規

定する発達障害児を含む。）又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病

であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年

法律第百二十三号）第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生

労働大臣が定める程度である児童をいう。 

  発達障害者支援法第 2条第 1項及び第 2項 

第 2 条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広

汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であ
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ってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。 

2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害を有するために日常生活又は社会

生活に制限を受ける者をいい、「発達障害児」とは発達障害者のうち 18 歳未満のもの

をいう。 

 

近年、法的な定義では補足できない各種の障害や、厳密に障害者の定義にあてはまら

ないものの、専門的な支援を要する方がいるため、本計画の推進に際しては、“継続的

に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある”方を幅広く対象として、

可能な限り、必要とする支援が提供できるように取り組んでいきます。 

 

  計画の期間 

「第 3期山梨市障害者計画」は、令和 3年度から令和 8年度までの 6年間を計画期間

とします。  
■計画期間 

 

 
 

  

計画名
平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
6年度

令和
7年度

令和
8年度

障害者計画

障害福祉計画

障害児福祉計画

第2期
（平成28年～令和2年度）

第5期

第1期

第3期
（令和3年度～令和8年度）

第6期
（令和3年度～令和5年度）

第2期
（令和3年度～令和5年度）

第7期

第3期
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 計画策定体制  市民等の意見の反映  障害者アンケート調査 

本計画策定に当たって、障害者の日常生活の状況や福祉ニーズ等を把握するため、

令和 2 年 7～8 月に、市内に居住している各種障害者手帳所持者を対象にアンケート

調査を実施しました。 

  事業所アンケート調査 

障害福祉サービスの提供者側から見た障害福祉ニーズを把握するとともに、事業所

の今後の事業展開の意向の把握を行うため、令和 2 年 8～9 月に、市民が利用してい

る峡東圏域内事業所を対象にアンケート調査を実施しました。 

  市民からの意見反映（パブリックコメント） 

障害者の生活を地域で支える市民の意見を反映させるため、令和 3年 1月 19日～2

月 1日までパブリックコメントを実施しました。 

  検討体制  山梨市障害者計画策定懇話会 

山梨市社会福祉協議会等、関係団体の代表者等 24 人で構成し、計画に対し、意

見・要望等をいただきました。 

  山梨市障害者計画策定プロジェクトチーム 

障害者等自立支援協議会運営会議のメンバー8 人で構成し、現状把握・課題整理・

骨子案などを検討しました。 

  山梨市障害者計画策定庁内検討会議 

副市長、市役所関係課長の 13 人で構成し、各課の関連部分について検討、計画原

案の確認を行いました。 

  山梨市障害者計画策定庁内検討会議作業部会 

市役所の関係する各課のリーダー等 21 人で構成し、現計画における各関連業務の

評価、計画原案の作成を行いました。  



 

6 

 

第２章  山梨市の障害者福祉の現況  人口の推移  人口・高齢者数の推移 

本市の総人口は緩やかに減少傾向が続いています。令和 2年度には、34,357人にまで

減少しています。年齢 3区分人口でみると、65歳以上の人口は年々増加しており、令和

２年度には 11,505 人となっています。一方、生産人口の 15～64 歳と年少人口の 0～14

歳は、年々減少しており、令和２年度には、生産人口が 18,957人、年少人口が 3,895人

となっています。 

また本市の高齢化率は、山梨県や全国に比べて高い水準で推移しています。 

 
■年齢 3区分別人口の推移（各年度 4月 1日現在） 

 
資料：住民基本台帳 

 

■高齢化率の推移（各年度 4月 1日現在） 

 
資料：総務省人口統計 

4,491 4,352 4,272 4,085 3,998 3,895 

21,114 20,566 20,200 19,753 19,320 18,957 

10,983 11,171 11,267 11,369 11,449 11,505 

36,588 36,089 35,739 35,207 34,767 34,357 

0
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30,000

35,000

40,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度
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山梨市 山梨県 全国
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 障害者福祉の現況  障害者手帳所持者の動向 

本市の障害者手帳の所持者数は、平成 28 年度に減少しましたが、令和 2 年 3 月現在

の児童を含めた手帳所持者数は 2,288人1で、身体障害者 1,518人、知的障害者 305人、

精神障害者 465 人となっています。重複障害などで単純計算はできませんが、市民の

6.66％が何らかの障害を有すると想定できます。 

 
■障害者手帳所持者数の推移（各年度末現在）  

  
 

1 身体障害と知的障害など、重複障害のある人が含まれるため、実人数より多くなっています。 

2,361 

2,243 
2,256 

2,243 

2,280 2,288 

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度

(人)
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 身体障害者の動向 

身体障害者手帳所持者数は全体ではゆるやかな減少傾向にあり、令和 2年 3月末現在

では、1,518人となっています。 

等級別では、1級、2級、6級が減少傾向にあります。 

また年齢階層別では、20～39歳、40～64歳、65～74歳が減少傾向にあります。0～19

歳、75歳以上はほぼ横ばいとなっています。 
 

■身体障害者手帳所持者数の等級別推移（各年度末現在） 

 

 

 
■身体障害者手帳所持者数の年齢階層別推移（各年度末現在） 
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手帳の種類別では、肢体不自由が最も多く、次いで内部障害が多くなっています。 
 

■身体障害者手帳所持者数（種類別）（令和２年３月末現在） 

 
※重複障害のある人が含まれるため、実人数より多くなっています。 
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400

500

600

700

800

900

視覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内部障害

(人)
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 知的障害者の動向 

療育手帳所持者数は年々増加傾向にあり、令和 2年 3月末現在では 305人となってい

ます。 

年齢階層別では、20～39 歳が増加傾向にあります。また等級別では、B-2 が増加傾向

にあります。 

 
■療育手帳所持者数の年齢階層別推移（各年度末現在） 

 
 

 
■療育手帳所持者数の等級別推移（各年度末現在） 

 
  

112 
92 95 91 93 100 

58 84 87 92 97
104

65
76 76 77

83
779

15 17 17
15 16

3

8
8 8

10
8

247 

275 
283 285 298 305 

0

50

100

150

200

250

300

350

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度

0～19歳 20～39歳 40～64歳 65～74歳 75歳～ 系列6

(人)

16 18 20 19 18 18 
29 30 32 33 33 34

51 53 52 53 56 55
7 7 6 5 6 6

71 76 82 84 86 81

73
91 91 91

99 111

247 

275 283 285 
298 305 

0

50

100

150

200

250

300

350

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度

Ａ－１ Ａ－２ａ Ａ－２ｂ Ａ－３ Ｂ－１ Ｂ－２

(人)
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 精神障害者の動向 

精神障害者保健福祉手帳の所持者は年々増加傾向にあり、令和 2年 3月末現在では、

465人となっています。 
 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移（各年度末現在） 

 
 

 

  

369 377 
401 414 428 

465 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和1年度 令和2年度

(人)
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第３章  アンケート結果（市民）  アンケート調査の概要  調査期間 

令和 2年 7月 15日から令和 2年 8月 7日まで 

  調査対象及び回収率 

調査対象 配布数 回収数 回収率 

市内に在住の障害者手帳を持つ

方から無作為に抽出 
1,000 464 46.4％ 

  アンケート結果に用いられている記号について 

（ＳＡ）：単一回答（Single Answer）の略です。選択回答は 1項目です。 

（ＭＡ）：複数回答(Multi Answer)の略です。 

（一部回答数を限定しているものもあります。） 

ｎ：回答数（number）を表します。「ｎ＝100」は、回答数が 100になります。 

 

※複数回答の場合は合計値が 100％にならない場合があります。 

※アンケート結果の数値は小数点第 2位を四捨五入して小数点第 1位までを表示し

ています。そのため合計値が 100%にならない場合があります。 

  



 

13 

 

 アンケート結果  本人属性について  年齢（ＳＡ） 

 本人の年齢は、70代が最も多く、次いで 80代、60代が多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  性別（ＳＡ） 

本人の性別に大きな偏りはありません。 

 

 
 

  

48.1% 48.3% 3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

男性 女性 無回答

120 

 

100 

 

80 

 

60 

 

40 

 

20 

 

0 

～10  10   20   30   40   50   60   70  80   90  100   （年代） 

120 

 

100 

 

80 

 

60 

 

40 

 

20 

 

0 

人数 

n=442 
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 支援してくれる人（ＭＡ） 

支援者は「ホームヘルパーや施設の職員」が最も多く、次いで「配偶者（夫または

妻）」が多くなっています。 

 

 
 

 

支援者の年齢は平均が 62.72歳と、高齢であることが分かります。 

 

 

  

16

56

58

88

104

0 20 40 60 80 100 120

その他の人（ボランティア等）

父母・祖父母・兄弟姉妹

子ども

配偶者（夫または妻）

ホームヘルパーや施設の職員

n=322

有効回答数:200 

平均：62.72歳 

標準偏差：15.64 

最大値：92歳 

最小値：2歳 

中央値：64歳 

～10  10   20   30   40   50   60   70  80   90    （年代） 

80 

 

60 

 

40 

 

20 

 

0 

人数 
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 支援者の健康状態（ＳＡ） 

支援者の健康状態については「良い」と「ふつう」が合わせて 40％以上となってい

る一方で「良くない」との回答も 4.7％あります。 

 

 
 

  障害の状況について  身体障害者手帳を持っているか。またその等級（ＳＡ） 

身体障害者手帳の所持については、持っている人が 69.4％となります。等級では、

１級が最も多く、所持者の 3割強となっています。 

 

 
  療育手帳を持っているか。またその種類（ＳＡ） 

療育手帳の所持については「療育手帳Ａ」が 5.4％、「療育手帳Ｂ」が 6.9％となっ

ています。「知的障害を持っているが手帳を持っていない」人も 1.1％います。 

 

 

17.0% 23.3% 4.7% 55.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

良い ふつう 良くない 無回答

23.7% 13.1% 11.9% 12.9%

4.1% 3.7%

22.6% 8.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 持っていない 無回答

5.4%

6.9%

1.1%

67.7% 19.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

療育手帳A 療育手帳B 知的障害があるが手帳を持っていない 持っていない 無回答
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 精神保健福祉手帳を持っているか。またその等級（ＳＡ） 

精神保健福祉手帳の所持については、持っている人が 19.4％です。等級では、2 級

が最も多く、所持者の 7 割強を占めています。「精神障害を持っているが手帳を持っ

ていない」人も 1.1％います。 

 

 
 

  重度の肢体不自由と重度の知的障害の両方の障害があるか（ＳＡ） 

重度の肢体不自由と重度の知的障害の両方の障害がある人は 0.4％となります。 

 

 
 

  難病認定を受けているか（ＳＡ） 

難病指定を受けている人は、4.5％となります。 

 

 
 

 

 

2.4%

14.2%

2.8% 1.1%

64.2% 15.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

１級 ２級 ３級 精神障害があるが手帳を持っていない 持っていない 無回答

0.4%

7.8% 91.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

ある ない 無回答

4.5%

73.9% 21.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

受けている 受けていない 無回答
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 発達障害と診断されたことがあるか（ＳＡ） 

発達障害と診断された人は、8.8％となります。 

 

 
 

  高次脳機能障害と診断されたことがあるか（ＳＡ） 

高次脳機能障害と診断された人は、3.7％となります。 

 

 

 

  現在医療的ケアを受けているか（ＳＡ） 

現在医療的ケアを受けている人は 30.4％となります。 

 

 

 

  

8.8% 71.3% 19.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

ある ない 無回答

3.7%

74.8% 21.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

ある ない 無回答

30.4% 50.4% 19.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

受けている 受けていない 無回答
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 受けている医療的ケアの種類（ＭＡ） 

受けている医療的ケアの種類については「服薬管理」が最も多く、次いで「透析」

が多くなっています。 

 

 

  

27

0

1

3

4

4

5

7

8

9

25

76

0 20 40 60 80

その他

中心静脈栄養（IVH）

鼻腔経管栄養

気管切開

吸入

吸引

胃ろう・腸ろう

人工呼吸器（レスピレーター）

カテーテル留置

ストマ（人工肛門・人工膀胱）

透析

服薬管理

n=169（人）
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 住まいや暮らしについて  現在どのように暮らしているか（ＳＡ） 

現在の暮らし方については「家族と暮らしている」が 63.4％と最も多く、次いで

「一人で暮らしている」の 12.9％が多くなっています。 

 

 

 

  今後３年以内にどのように暮らしたいか（ＳＡ） 

今後 2 年以内に希望する暮らし方については、「家族と一緒に暮らしたい」が

59.1％と最も多く、次いで「一人暮らしをしたい」の 13.6％が多くなっています。 

 

 

  

12.9% 63.4%

3.2%

11.0%

4.5% 0.9% 4.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

一人で暮らしている
家族と暮らしている
グループホームで暮らしている
福祉施設(障害者支援施設，高齢者支援施設）で暮らしている
病院に入院している
その他
無回答

13.6% 59.1%

3.4%

8.4%

1.5% 2.8%

11.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

一人暮らしをしたい
家族と一緒に暮らしたい
グループホームで暮らしたい
福祉施設(障害者支援施設，高齢者支援施設）で暮らしたい
病院に入院したい
その他
無回答
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 希望する暮らしを送るために必要な支援（ＭＡ） 

希望する暮らしを送るために必要な支援については「困ったときに相談できること」

が最も多く、次いで「ヘルパーなど必要な在宅サービスが利用できること」が多くな

っています。 

 

 

 

  

19

48

52

62

85

94

100

133

243

0 50 100 150 200 250 300

その他

住まいの確保

地域住民等の理解

コミュニケーションについての支援

リハビリなど生活訓練等の充実

在宅で医療的ケアなどが適切に得られること

お金のやりくりに関すること

ヘルパーなど必要な在宅サービスが利用できること

困ったときに相談できること

n=836（人）
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 日中活動や就労について  一週間に外出する頻度（ＳＡ） 

一週間に外出する頻度については「一週間に数回外出する」が 38.8％で最も多く、

次いで「毎日外出する」の 29.7％が多くなっています。 

 

 

 

  どのような目的で外出することが多いか（ＭＡ） 

どのような目的で外出することが多いかについては「買い物に行く」が最も多く、

次いで「医療機関への受診（デイケアを含む）」が多くなっています。 

 

 

  

29.7% 38.8% 11.6% 12.7% 7.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

毎日外出する 一週間に数回外出する 月に１～２回外出する

まったく外出しない 無回答

16

28

32

52

77

85

87

189

219

0 50 100 150 200 250

その他

グループ活動に参加する

趣味やスポーツをする

友人・知人に会う

通所(障害福祉サービス・介護保険サービス）

散歩に行く

通勤・通学

医療機関への受診（デイケアを含む）

買い物に行く

n=785（人）
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 外出する時に困ること（ＭＡ） 

外出する時に困ることについては「公共交通機関が少ない（ない）」が最も多く、

以下「困ったときにどうすればいのか心配」、「外出にお金がかかる」が多くなってい

ます。 

 

 

 

 

 

  

35

24

27

28

38

51

55

56

60

64

94

0 20 40 60 80 100

その他

介助者が確保できない

周囲の目が気になる

きっぷの買い方や乗り換えの方法が分かりにくい

外出先の建物の設備が不便

（通路 、トイレ、エレベーターなど）

発作など突然の身体の変化が心配

電車やバスの乗り降りや車内の移動が困難

道路や駅に階段や段差が多い

外出にお金がかかる

困ったときにどうすればいいのか心配

公共交通機関が少ない（ない）

（人） n=532
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 今後収入を得る仕事をしたいか（ＳＡ） 

今後収入を得る仕事をしたいかについては「仕事をしたい」20.3％が「仕事はした

くない、できない」17.0％を上回っています。 

 

 

 

  障害者の就労支援に必要なこと（ＭＡ） 

障害者の就労支援に必要なことについては「職場の上司や同僚に障害の理解がある

こと」が最も多く、次いで「勤務時間や日数が体調に合わせて変更できること」が多

くなっています。 

 

 

  

20.3% 17.0% 62.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

仕事をしたい 仕事はしたくない，できない 無回答

21

58

62

79

81

83

106

116

123

149

0 50 100 150 200

その他

在宅勤務の拡充

勤務場所における

バリアフリー等の配慮

仕事について職場以外の人に

相談できること

仕事に必要な技術を身につけるための

訓練が受けられること

職場で介助や援助等が受けられること

短時間勤務や勤務日数等の配慮

通勤手段の確保

勤務時間や日数が体調に合わせて

変更できること

職場の上司や同僚に障害の

理解があること

n=878（人）
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 福祉サービスについて  現在利用している福祉サービス（ＭＡ） 

福祉サービスの現在の利用状況については「計画相談支援」「施設入所支援」の利

用が多くなっています。一方、「医療型児童発達支援」「居宅訪問型児童発達支援」

「医療型児童入所施設」の利用はありません。 

 

 

  

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

0.2%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

0.6%

0.6%

1.3%

1.3%

1.7%

1.7%

2.2%

2.4%

2.6%

4.1%

4.1%

4.3%

4.7%

5.0%

5.6%

11.0%

12.9%

34.5%

35.1%

35.3%

34.5%

43.8%

34.9%

45.9%

35.1%

45.0%

45.5%

45.5%

42.0%

43.3%

42.2%

44.2%

43.3%

33.2%

32.5%

40.9%

43.1%

41.2%

40.1%

42.5%

41.8%

41.4%

33.8%

65.5%

64.9%

64.7%

65.3%

56.0%

64.7%

53.7%

64.2%

54.3%

53.9%

53.9%

56.7%

55.4%

56.0%

54.1%

54.5%

64.4%

64.9%

55.0%

52.8%

54.5%

55.2%

52.6%

52.6%

47.6%

53.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26.医療型児童入所施設

23.居宅訪問型児童発達支援

20.医療型児童発達支援

25.福祉型児童入所施設

15.就労定着支援

24.保育所等訪問支援

3.同行援護

19.児童発達支援

8.療養介護

5.重度障害者等包括支援

2.重度訪問介護

17.地域移行支援

13.就労移行支援

18.地域定着支援

4.行動援護

10.自立生活援助

21.放課後等デイサービス

22.障害児相談支援

12.自立訓練（機能訓練、生活訓練）

1.居宅介護（ホームヘルプ）

11.共同生活援助（グループホーム）

14.就労継続支援（A型、B型）

7.短期入所（ショートステイ）

9.生活介護

6.施設入所支援

16.計画相談支援

利用している 利用していない 無回答
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 現在福祉サービスを利用していない理由（ＭＡ） 

現在福祉サービスを利用していない理由については、いずれのサービスにおいても

「サービスを受ける必要がないため」が最も多くなっています。「就労定着支援」「地

域定着支援」では、サービスの認知度が他のサービスよりも低い傾向にあります。 

 

 

 

4.6%

4.9%

0.9%

51.2%

51.2%

46.9%

47.2%

45.7%

45.5%

44.5%

44.8%

54.6%

56.4%

55.4%

51.2%

51.1%

51.2%

53.7%

58.6%

59.2%

61.3%

61.7%

62.4%

58.3%

59.7%

59.5%

58.2%

60.7%

62.5%

24.4%

24.4%

25.9%

26.4%

26.5%

26.0%

27.4%

27.0%

12.2%

13.3%

8.3%

13.3%

14.0%

13.9%

11.6%

9.4%

9.0%

7.7%

9.1%

7.1%

11.5%

11.4%

9.3%

11.3%

10.4%

6.5%

22.5%

22.5%

24.7%

23.9%

25.2%

26.0%

25.0%

25.2%

25.0%

24.1%

28.7%

25.6%

25.3%

25.4%

25.8%

24.6%

23.9%

24.7%

24.9%

24.9%

25.0%

23.2%

24.4%

24.4%

23.2%

22.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26.医療型児童入所施設(n=160)

25.福祉型児童入所施設(n=160)

24.保育所等訪問支援(n=162)

23.居宅訪問型児童発達支援(n=163)

22.障害児相談支援(n=151)

21.放課後等デイサービス(n=154)

20.医療型児童発達支援(n=164)

19.児童発達支援(n=163)

18.地域定着支援(n=196)

17.地域移行支援(n=195)

16.計画相談支援(n=157)

15.就労定着支援(n=203)

14.就労継続支援（A型、B型）(n=186)

13.就労移行支援(n=201)

12.自立訓練（機能訓練、生活訓練）(n=190)

11.共同生活援助（グループホーム）(n=191)

10.自立生活援助(n=201)

9.生活介護(n=194)

8.療養介護(n=209)

7.短期入所（ショートステイ）(n=197)

6.施設入所支援(n=192)

5.重度障害者等包括支援(n=211)

4.行動援護(n=205)

3.同行援護(n=213)

2.重度訪問介護(n=211)

1.居宅介護（ホームヘルプ）(n=200)

ア．サービスがあることを知らなかったため イ．サービスを受ける必要がないため

ウ．サービスの対象者に含まれないため エ．すでに別のサービス提供を受けているため

オ．サービス利用時間の都合が合わないため カ．地域にサービス提供場所がないため

キ．利用料金がかかるため ク．その他

無回答
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 今後 3年以内に利用予定の福祉サービス（ＭＡ） 

今後 3 年以内に利用予定のある福祉サービスについては、現在の利用状況と同様に

「計画相談支援」「施設入所支援」が多くなっています。一方、「医療型児童発達支援」

「居宅訪問型児童発達支援」「福祉型児童入所施設」「医療型児童入所施設」の利用希

望は少ない状況です。 

 

 

  

0.2%

0.2%

0.4%

0.4%

0.6%

0.6%

1.5%

1.7%

1.9%

2.2%

2.4%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

3.0%

3.9%

4.5%

5.0%

5.0%

5.6%

6.9%

9.1%

9.9%

32.1%

32.1%

31.7%

31.7%

31.7%

31.7%

38.8%

35.6%

30.2%

37.9%

36.6%

29.7%

35.6%

36.0%

35.6%

37.3%

37.9%

34.7%

34.9%

33.8%

33.4%

36.0%

34.3%

33.8%

34.3%

27.6%

67.7%

67.7%

67.9%

67.9%

67.7%

67.7%

59.7%

62.7%

67.9%

59.9%

61.0%

67.7%

61.9%

61.4%

61.9%

60.1%

59.5%

62.3%

61.2%

61.6%

61.6%

59.1%

60.1%

59.3%

56.7%

62.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

26.医療型児童入所施設

25.福祉型児童入所施設

23.居宅訪問型児童発達支援

20.医療型児童発達支援

24.保育所等訪問支援

19.児童発達支援

5.重度障害者等包括支援

15.就労定着支援

22.障害児相談支援

3.同行援護

8.療養介護

21.放課後等デイサービス

18.地域定着支援

17.地域移行支援

13.就労移行支援

4.行動援護

2.重度訪問介護

12.自立訓練（機能訓練、生活訓練）

10.自立生活援助

11.共同生活援助（グループホーム）

14.就労継続支援（A型、B型）

1.居宅介護（ホームヘルプ）

9.生活介護

7.短期入所（ショートステイ）

6.施設入所支援

16.計画相談支援

利用している 利用していない 無回答
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 今後 3年間に福祉サービスの利用予定がない理由（ＭＡ） 

今後 3 年間に福祉サービスを利用予定がない理由については、現在利用していない

理由と同様に、いずれのサービスにおいても「サービスを受ける必要がないため」が

最も多くなっています。 

 

 

 

50.7%

50.7%

49.3%

49.3%

47.5%

48.9%

47.3%

48.0%

53.6%

54.8%

54.3%

53.0%

53.8%

53.8%

53.1%

60.1%

58.3%

59.4%

60.2%

61.4%

59.4%

58.6%

58.0%

57.6%

58.8%

59.5%

25.3%

25.3%

26.4%

27.7%

27.7%

25.9%

28.4%

27.7%

15.1%

16.1%

10.9%

12.7%

14.7%

14.7%

13.6%

10.1%

9.8%

10.0%

10.5%

9.5%

10.6%

12.7%

9.8%

13.0%

11.9%

8.9%

21.3%

21.3%

20.9%

19.6%

20.6%

21.6%

20.3%

20.3%

22.3%

21.4%

24.8%

21.1%

19.2%

19.3%

21.0%

19.6%

19.0%

20.6%

20.5%

19.0%

21.9%

20.4%

21.3%

20.9%

19.8%

19.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26.医療型児童入所施設(n=150)

25.福祉型児童入所施設(n=150)

24.保育所等訪問支援(n=148)

23.居宅訪問型児童発達支援(n=148)

22.障害児相談支援(n=141)

21.放課後等デイサービス(n=139)

20.医療型児童発達支援(n=148)

19.児童発達支援(n=148)

18.地域定着支援(n=166)

17.地域移行支援(n=168)

16.計画相談支援(n=129)

15.就労定着支援(n=166)

14.就労継続支援（A型、B型）(n=156)

13.就労移行支援(n=166)

12.自立訓練（機能訓練、生活訓練）(n=162)

11.共同生活援助（グループホーム）(n=158)

10.自立生活援助(n=163)

9.生活介護(n=160)

8.療養介護(n=171)

7.短期入所（ショートステイ）(n=158)

6.施設入所支援(n=160)

5.重度障害者等包括支援(n=181)

4.行動援護(n=174)

3.同行援護(n=177)

2.重度訪問介護(n=177)

1.居宅介護（ホームヘルプ）(n=168)

ア．サービスがあることを知らなかったため イ．サービスを受ける必要がないため

ウ．サービスの対象者に含まれないため エ．すでに別のサービス提供を受けているため

オ．サービス利用時間の都合が合わないため カ．地域にサービス提供場所がないため

キ．利用料金がかかるため ク．その他

無回答
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 介護保険によるサービスを利用しているか（ＳＡ） 

介護保険によるサービスの利用状況については「利用していない」が 50.0％、「利

用している」が 21.1％となっています。 

 

 

 

  差別を感じたり、配慮が足りないと感じる場面（ＭＡ） 

差別を感じたり、配慮が足りないと感じる場面については「感じたことはない」が

最も多く、次いで「地域（住んでいる地域や自治会など）で感じた」が多くなってい

ます。 

 

 

  

21.1% 50.0% 28.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

利用している 利用していない 無回答

6

9

18

22

28

35

36

38

39

60

164

0 50 100 150 200

その他

不動産（アパートを借りる

ときなど）で感じた

介護・福祉（介護保険施設や

障害福祉施設など）で感じた

教育（学校・幼稚園・保育園）で感じた

商業（お店・レストランなど）で感じた

雇用（就職するときや職場の

労働条件など）で感じた

情報（テレビ・ラジオ・新聞

・広報・通知など）で感じた

公共施設（市役所・図書館など）や

交通機関（電車・バスなど）で感じた

医療（病院・薬局など）で感じた

地域（住んでいる地域や

自治会など）で感じた

感じたことはない

n=455（人）
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 権利擁護について  どんな場面で差別を感じたり、配慮が足たりないと感じたことがあるか（ＭＡ） 

差別や疎外感を感じた場面については「感じたことはない」が最も多く、次いで「地

域（住んでいる地域や自治会など）で感じた」が多くなっています。 

 

 
  

6

9

18

22

28

35

36

38

39

60

164

0 50 100 150 200

その他

不動産（アパートを借りる

ときなど）で感じた

介護・福祉（介護保険施設や

障害福祉施設など）で感じた

教育（学校・幼稚園・保育園）で感じた

商業（お店・レストランなど）で感じた

雇用（就職するときや職場の

労働条件など）で感じた

情報（テレビ・ラジオ・新聞

・広報・通知など）で感じた

公共施設（市役所・図書館など）や

交通機関（電車・バスなど）で感じた

医療（病院・薬局など）で感じた

地域（住んでいる地域や

自治会など）で感じた

感じたことはない

n=455（人）
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 差別や疎外感を感じたときの相談先（ＭＡ） 

差別や疎外感を感じた時の相談先については「家族や親せき」が最も多く、次いで

「友人・知人」が多くなっています。 

 

 
 

  

5

3

5

5

6

8

9

9

12

14

21

21

22

30

34

40

89

0 20 40 60 80 100

その他

民生委員・児童委員

障害者団体や家族会

保育所・幼稚園・学校の先生

相談支援事業所などの民間の相談窓口

近所の人

職場の上司や同僚

介護保険のケアマネジャー

ホームヘルパーなどサービス事業所の人

相談できる人がいなかった

施設の職員など

市役所の職員

病院のソーシャルワーカー

かかりつけの医師や看護師

特に相談することはなかった

友人・知人

家族や親せき

n=333（人）
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 災害時の避難等について  火事や地震等の災害時に一人で避難できるか（ＳＡ） 

火事や地震等の災害時に一人で避難できるかについては「できない」42.7％が「で

きる」30.4％を 12ポイント以上、上回っています。 

 

 

 

  家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近所にあなたを助けてくれる人はいるか
（ＳＡ） 

家族が不在の場合や一人暮らしの場合、近所にあなたを助けてくれる人がいるかに

ついては「いる」が 32.1％で「いない」の 23.7％を 8 ポイント以上、上回っていま

す。 

 

 

 

  

30.4% 42.7% 18.8% 8.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

できる できない わからない 無回答

32.1% 23.7% 26.7% 17.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=464

いる いない わからない 無回答



 

32 

 

 火事や地震等の災害が起きたとき、困ることは何か（ＭＡ） 

火事や地震等の災害時に困ることについては「薬が切れてしまうことや治療が受け

られない」が最も多く、以下「避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安」「安

全なところまで、避難することができない」が多くなっています。 

 

 

 

  

17

46

52

102

107

163

165

189

0 50 100 150 200

その他

特にない

補そう具の使用や日常生活用具

の入手ができなくなる

助けを求めたり、周りの人と

コミュニケーションがとれない

被害状況、避難場所などの情報が入手できない

安全なところまで、避難することができない

避難場所の設備（トイレ等）や生活環境が不安

薬が切れてしまうことや治療がうけられない

n=841（人）
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 障害者のための今後の取組みについて  暮らしやすいまちづくりのために必要だと考えること（ＭＡ） 

暮らしやすいまちづくりのために必要だと考えることについては「わかりやすい情

報の提供」が最も多く、以下「相談業務・窓口の充実」、「医療費助成の拡大」が多く

なっています。 

 

 

 

 

11

10

15

29

39

41

44

45

46

48

48

58

69

74

74

84

119

128

148

181

0 50 100 150 200

その他

手話通訳、要約筆記制度の充実

児童発達支援や放課後等デイサービスの

整備など障害児支援の充実

特にない

バリアフリーなど障害に配慮した

公営住宅の整備

ショートステイの充実

手すり設置等、住宅改修支援など

住宅施策の充実

リハビリ・生活訓練・職業訓練などの

通所施設の整備

ボランティア活動の充実と人材の育成

グループホームの整備など、

生活の場の確保

ホームヘルプサービスなど

居宅サービスの充実

入所施設の整備

利用しやすい公共施設の整備・改善

障害の有無にかかわらず、市民同士が

ふれあう機会や場の充実

通行しやすい道路の整備・改善

医療的ケアを受けられる体制の整備

医療・介護・福祉の専門的な人材の

育成と資質の向上

医療費助成の拡大

相談業務・窓口の充実

わかりやすい情報の提供

n=1311
（人）
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第４章  アンケート結果（事業所）  アンケート調査の概要  調査期間 

令和 2年 8月 21日から令和 2年 9月 10日まで 

 

調査対象及び回収率 

調査対象 配布数 回収数 回収率 

市内の福祉サービス事業者 71 54 76.1％ 

 

  アンケート結果  定員（令和 2年 7月現在）（ＮＡ） 

定員については「10人」が 20事業所となっており、最も多くなっています。 

 

 
 

  

1 

3 

20 

1 

3 
2 

1 1 
2 

3 

1 1 1 
2 

1 1 1 

9 

0

5

10

15

20

25

2 6 10 13 20 24 33 34 35 40 54 66 74 80 82 90 180 無回答

n=54(人)
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 利用者数（1日あたり平均）（ＮＡ） 

1 日あたり平均の利用者数については「10 人未満」が 35 事業所となっており、最も

多くなっています。 

 

 
 

  山梨市の利用者数（1日あたり平均）（ＮＡ） 

1 日あたり平均の山梨市の利用者数については「1～2 人未満」が 13 事業所で最も多

く、次いで「1人未満」が 11事業所となっています。 

 

 
  

35

5
2 3 2 1 1 2 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

（事業所数） n=54

11

13

3 3
4

5

2
3 3

2 2
1

2

0

2

4

6

8

10

12

14

（事業所数） n=54
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 今後の増員予定（ＮＡ） 

令和 2年度：増員予定「0人」が 29事業所と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

令和 3年度：増員予定「0人」が 28事業所と最も多くなっています。 

 

 

 

 

  

29

5
3

1
2

14

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 5 10 無回答

（事業所数）
n=54

28

5

3
2

16

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 10 無回答

（事業所数）
n=54
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令和 4年度：増員予定「0人」が 26事業所と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

令和 5年度：増員予定「0人」が 29事業所と最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

  

26

2
3

1
2

3

1

16

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 5 10 15 無回答

（事業所数）
n=54

29

2
3

2
1

17

0

5

10

15

20

25

30

35

0 1 2 10 15 無回答

（事業所数）
n=54
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 サービス利用者の変化の見込み（ＳＡ） 

サービス利用を希望する人数の変化の見込みについては「増加すると見込んでいる」

が 50.0％で最も多く、次いで「横ばいであると見込んでいる」が 35.2％となっていま

す。 

 

 

 

  今後のサービス利用動向を受けての対応（ＳＡ） 

今後のサービス利用動向を受けての対応については「事業を維持する」が 79.6％で最

も多く、以下「事業を拡大する」11.1％、「事業を縮小する」7.4％と続いています。 

 

 

 

 

 

  

50.0% 35.2%

3.7% 5.6% 5.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=54

増加すると見込んでいる 横ばいであると見込んでいる
減少すると見込んでいる わからない
無回答

11.1% 79.6% 7.4% 1.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=54

事業を拡大する 事業を維持する 事業を縮小する わからない
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 円滑な事業運営のために改善したい経営上の課題（ＭＡ） 

円滑な事業運営のために改善したい経営上の課題については「職員の質の向上」と

「サービス内容や質の向上」が最も多く、次いで「施設・設備の改善」が続いています。 

 

 

  

0

3

6

6

7

12

15

17

19

20

27

35

35

0 10 20 30 40

特に経営上の問題点はない

その他の課題

事務職員の確保

経営ノウハウの習得

市民、近隣住民の理解

利用者の確保

労働条件の改善

事務作業量増大への対応

報酬単価の低さ

市等関係機関との連携

施設・設備の改善

サービス内容や質の向上

職員の質の向上

n=202
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 事業提供できなかったことがあるか（直近１年）（ＳＡ） 

直近 1 年で利用者からの依頼に対して事業提供できなかったことがあるかについては

「ある」が 42.6％、「ない」が 48.1％となっています。 

 

 

 

  事業提供できなかった理由（ＭＡ） 

事業提供できなかった理由については「定員に達していたため、受け入れることがで

きなかった」が最も多く、以下「障害の特性上、対応できないと判断した」、「職員体制

上、新規利用者を受け入れることができなかった」と続いています。 

 

 

 

  

42.6% 48.1% 5.6% 3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

n=54

ある

ない

受け入れはできたが、希望の日数・曜日・時間よりも少ない利用にしてもらった

無回答

1

1

2

10

11

12

0 2 4 6 8 10 12 14

その他の理由

利用者が希望する曜日・時間帯に、事業提供

していなかった（夜間、休祝日など）

障害種別により、

対応できないと判断した

職員体制上、新規利用者を

受け入れることができなかった

障害の特性上、対応できないと判断した

定員に達していたため、受け入れる

ことができなかった

n=37
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第５章  障害者計画（第２期）の取組み状況  取組みの達成状況 

前期計画（平成 28～令和 2 年度）の取組み状況をみると、「達成」が 17.0％、「ほぼ

達成」が 59.0％となっており、76.0％の施策・事業が達成の状況となっています。 

一方で「未達成」が 24.0％となっており、全体の施策の約 4分の 1は未達成となって

います。分野別では「教育、文化芸術活動・スポーツ活動等の充実」「安全・安心の確

保」で未達成の割合が高くなっています。 

 

取組み項目 達成 ほぼ達成 未達成 総計 

第１ 生活支援の充実     

１．相談支援・ケアマネジメント体制の充実  ３  ３

２．障害福祉サービス等の充実 ６ ２ ２ 10

３．障害児サービスの充実 ２ １  ３

４．手帳を持たない「障害」のある人への支援  ２  ２

５．サービスの質の向上等  ２  ２

第２ 保健・医療サービスの充実     

１．乳幼児期の適切な保健・療育の支援 ４ ３ １ ８

２．障害の原因となる疾病等の予防・治療  ６  ６

３．難病に関する施策の推進  ２  ２

４．精神保健・医療施策の推進  ８ １ ９

第３ 教育、文化芸術活動・スポーツ活動等の充実     

１．就学前の保育・教育の充実  １ ２ ３

２．教育体制の充実・教育環境の整備 １  ４ ５

３．社会活動・地域活動の支援  ３ ２ ５

４．交流の機会の充実   ５ ５

第４ 雇用・就業、 経済的自立の支援     

１．障害者雇用の推進  ３ ２ ５

２．福祉的就労の底上げ ３ １  ４

３．各種手当等による経済的自立の支援 １ ３  ４

第５ 地域の生活環境の充実     

１．暮らしやすい住宅の確保  １ ２ ３
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２．公共施設のバリアフリー化の推進 １ １  ２

３．外出手段の確保 １ ５  ６

４．障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進  １  １

第６ 情報へのアクセス向上     

１．わかりやすい情報提供  ４ １ ５

２．意思疎通支援の充実  ３  ３

第７ 安全・安心の確保     

１．防災対策の推進  ３ ２ ５

２．消費者トラブルの防止・防犯対策の推進  １ １ ２

３．地域における支え合いの推進  ３ １ ４

第８ 差別の解消及び権利擁護の推進     

１．啓発活動の充実  １ １ ２

２．福祉教育の充実  １ １ ２

３．権利擁護の推進 １ ５  ６

総 計 
20 69 28 117

17.0％ 59.0％ 24.0％

  施策ごとに見た課題 

 

第１ 生活支援の充実 
・障害者が自立した生活を営むためには福祉サービスの充実が不可欠ですが、日中活

動の場、生活の場ともにサービス提供体制が不十分な状況が続いています。特に、

放課後等デイサービス、グループホーム、短期入所、障害児者計画相談においてサ

ービス提供事業所、人材ともに慢性的に不足しています。障害者の重度化・高齢

化、医療的ケア児者にも対応可能な体制の構築のため、峡東圏域地域生活支援拠点

の整備を図り、機能を充実していくことが求められます。 

・意思決定支援の推進を図り、入所施設や精神科病院からの地域移行をさらに促進す

る必要があります。そのために、グループホーム等の住まいの確保や、安心して一

人暮らしができる支援体制の構築が必要です。 

 

第２ 保健・医療サービスの充実 
・障害等を持つ子どもやその保護者に対するきめ細やかな支援が求められています。 

・障害の発生や合併症を抑えるため、生活習慣病など障害の原因となり得る病気の予

防や障害者の健康づくりへの総合的な取り組みが必要です。 
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第３ 教育、文化芸術活動・スポーツ活動等の充実 
・障害の有無に関わらず、児童生徒の状態に応じて適正な教育が受けられるよう、柔

軟に対応できる学びの場が求められています。 

・障害者が一緒に参加して楽しめる学習や交流の機会づくりが求められています。 

 

第４ 雇用・就業、 経済的自立の支援 
・工賃ややりがいを得て障害者が自立した生活が送れるよう、福祉的就労の底上げが

必要です。 

・就職しても長続きせず、仕事を辞めてしまうケースが少なからずあります。雇用機

会の拡充に加えて、各種雇用促進制度の活用を推進し、職場への適応・定着のため

の支援を進めていくことが必要です。 

 

第５ 地域の生活環境の充実  
・住み慣れた地域で安心して生活できるよう、障害特性や個々の状況に見合った住ま

いの確保が求められます。グループホーム等の整備の促進や市営住宅の整備・活用

等の住まいの確保をすすめていくことが求められます。 

・安心して外出することができるよう、日常生活に必要な公共交通手段や移動支援等

の確保が必要です。同時に、さまざまな障害特性に配慮したまちづくりを総合的に

推進する必要があります。 

 

第６ 情報アクセス向上 
・さまざまな障害の特性に応じた意思疎通支援とわかりやすい情報提供体制が必要で

す。 

 

第７ 安全・安心の確保 
・関係機関と連携し、障害者に配慮した防災の仕組みづくりが必要です。 

・障害者にも確実に災害情報等が伝わる情報伝達の方法について検討する必要があり

ます。 

 

第８ 差別の解消及び権利擁護の推進 
・障害者差別解消法、障害者虐待防止法に基づき、啓発活動や福祉教育のさらなる充

実を図りながら、差別や虐待などの権利侵害の防止と、早期発見と適切な対応がで

きるよう体制整備が必要です。 

・成年後見制度の利用促進と、日常生活自立支援事業の充実を図り、判断能力が不十

分な人の権利、財産を守るため、さらなる体制整備が必要です。  
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第６章  計画の基本的な考え方  計画の基本理念 

本市では、平成 28 年度から令和２年度までを計画期間とする「障害者計画」を策定し、

「人権を尊重し自立と参加を支え合う福祉のまちづくり」の基本理念のもとに、その着実

な実行に努めてきました。この間、障害者を取り巻く環境は大きく変化し、障害者が利用

できるサービスの増加やハード面でのバリアフリー化の推進など、障害者の社会参加を進

めるうえで改善された部分がある反面、今なお障害者が日常生活や社会生活を送るうえで

の社会的バリアも存在しています。 

本計画においては、まず、障害者の自立と社会参加を促進していくために全ての市民が

障害者福祉について関心や理解を深めるとともに、障害のある人が、それぞれのライフス

テージに応じ最もふさわしい支援を受けながら、社会を構成する一員として、自分らしく

生きていけるようにするため、教育、福祉、医療、雇用等の各分野の有機的な連携の下、

切れ目のない支援に取り組んでいきます。 

その上で、障害のある人もない人も、全ての市民がお互いの個性と人格を尊重し、とも

に支えあい、ともに協力しあい、自己選択と自己決定のもとに地域社会のあらゆる活動に

参加し、責任を分かちあって生活できる共生社会の実現に向けた取り組みを行っていきま

す。 

こうしたことから、今回の計画は、障害者基本法の理念に則して、障害の有無に関係な

く人と人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、『だれも

が個性と人格を認め合い、共に暮らすまちを目指して』を基本理念とします。 

 

 

【基本理念】 

「だれもが個性と人格を認め合い、 

共に暮らすまちを目指して」 
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 施策展開の視点  障害者のニーズ（需要）に沿った施策展開 

障害福祉サービスや基幹相談支援センターの機能強化、相談支援・情報提供体制の充

実、教育・育成の充実を図るなど、必要な福祉サービスや教育などを身近な地域で日常

的に利用することができるまちづくりを展開していきます。 

身体障害、知的障害、精神障害などの障害種別や障害の特性だけでなく、障害者のラ

イフスタイルや希望などに応じて、成年後見の視点から障害者本人が自己決定権を行使

することで、その人にふさわしいサービスや支援を受けることにより、自己実現ができ

るように、ニーズに沿った施策を展開していきます。 

  ライフステージに沿った分野横断的な施策展開 

障害がある人の支援は、乳幼児期の早期療育、就学期の特別支援教育、成人期の就労

支援など、保健、医療、福祉、生活環境、就労などの多様な担い手によって支えられて

います。 

雇用・就労の促進やスポーツ・文化・生涯学習の支援、移動・外出支援など、障害者

の自立と社会参加がしやすい環境づくりを支援していきます。 

ライフステージ2に沿った適切なサービスが受けられるよう、切れ目のない横断的な

施策展開を推進していきます。 

  地域で支える仕組みづくり 

障害者の地域活動の参加を促進するため、まちの中のさまざまな障壁の除去を進める

とともに、感染症予防に配慮しながら、移動やコミュニケーションの支援を進めます。 

また、行政、関係団体、ボランティア、地域住民等のネットワークの強化を図ること

により、障害者の自立生活を支援していくと共に、障害のある人もない人も、世代を超

えて、ともに支え合いながら暮らしていける地域づくりを進めていきます。 

 

 

※障害福祉の施策の実施における感染症対策について 

新型コロナウイルス感染症等の感染症予防を行いながら、障害福祉への取組み、施

策の実施を行います。状況により工夫しながら、障害福祉サービスを推進していきま

す。 

例）障害者への対応⇒手指の消毒、マスクの着用 

会議や打ち合わせ⇒広い会場への変更や人数制限、ウェブ会議システム等を活用

して実施 

 

 

  

 
2  人間の一生における幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などのそれぞれの段階のこと。 
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■つながりあう推進イメージと役割分担 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住まい

行政サービス

保健、医療、福祉、

年金、権利擁護

防災対策

地域活動

民生委員・児童委員

高齢者・障害者団体、住民

NPO、ボランティア

社会福祉協議会

障害福祉サービス

訪問系サービス事業所

日中活動系サービス事業所

居住系サービス事業所

通所・入所 

社会保障 

相談支援 社会活動 

見守り 
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 施策の体系 

 基本理念：だれもが個性と人格を認め合い、共に暮らすまちを目指して 

施策展開の視点１：障害者のニーズ（需要）に沿った施策展開 
施策展開の視点２：ライフステージに沿った分野横断的な施策展開 
施策展開の視点３：地域で支える仕組みづくり  
  （１） 意思決定支援の推進 
（２） 相談支援・ケアマネジメント体制の充実 
（３） 障害福祉サービス等の充実 
（４） 障害児サービスの充実 
（５） 障害児・者支援の質の向上 
（６） 地域移行支援 
（７） 地域における支え合いの推進 

（１） 母子保健事業推進による早期支援の充実 
（２） 障害の原因となる疾病等の予防・治療 
（３） 難病に関する施策の推進 
（４） 医療的ケア児・者への支援 
（５） 精神保健・医療施策の推進 

（１） 障害者雇用の推進 
（２） 福祉的就労の底上げ 
（３） 各種手当等による経済的自立の支援 

（１） 暮らしやすい住宅の確保 
（２） 公共施設のバリアフリー化の推進 
（３） 外出手段の確保 

（４） 障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

（１） 分かりやすい情報提供 
（２） 意思疎通支援の充実 

（１） 防災対策の推進 
（２） 消費者トラブルの防止・防犯対策の推進 

（１） 啓発活動の充実 
（２） 福祉教育の充実 
（３） 権利擁護の推進 

８．差別の解消及び権利擁護の推進 

７．防災、防犯等の推進 

６．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 

５．安全・安心な生活環境の整備 

（１） 就学前の保育・教育の充実 
（２） 教育体制の充実・教育環境の整備 
（３） 社会活動・地域活動の支援 
（４） 交流の機会の充実 

４．雇用・就業、経済的自立の支援 

３．教育、文化芸術活動・スポーツ活動等の充実 

１．自立した生活の支援 

２．保健・医療サービスの充実 
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第７章  施策の展開  自立した生活の支援  意思決定支援の推進 

自ら意思決定をすることや、その意思を表明することが困難な障害児者に対し、本人

の自己決定を尊重する観点から必要な意思決定支援を行うとともに、障害者が自らの決

定に基づき、身近な地域で相談支援を受けることのできる体制の構築を図ります。 

 

施策・事業 取組み内容 

意思決定支援の推進 ○知的障害者または精神障害者（発達障害者を含む）が、

障害福祉サービスの利用等、意思決定の際に不利益を受

けることがないよう、本人の自己決定を尊重し、意思決

定の支援に配慮しつつ、必要な相談支援体制の整備に努

めます。 

○相談支援部会を中心に意思決定支援のあり方について検

証する体制を作ります。 

○意思決定支援チームの設置、意思決定支援ガイドライン

の普及に努めます。 

  相談支援・ケアマネジメント体制の充実 

障害者の重度化・高齢化を踏まえ、地域生活を支えていくために整備した峡東圏域地

域生活支援拠点について、その機能の充実を図ります。 

障害福祉に関するさまざまな地域課題を解決する体制を構築するため、「障害者等自

立支援協議会」の運営の活性化を図ります。 

基幹相談支援センターの機能強化を図り、相談支援事業所を含めた重層的な相談支援

体制を構築します。 

 

施策・事業 取組み内容 

障害者等自立支

援協議会の運営

の活性化 

○個々の相談支援業務を通して明らかになったさまざまな課題

を、地域課題として抽出・整理し、障害者等自立支援協議会

にて課題解決に向けた取組みができるよう体制を構築しま

す。 

○地域課題に応じ、各種専門部会を設置し、協議と具体的な取

組みを重ねていくことで課題解決をより一層進めます。 

○ピアサポーター3を含む当事者団体等との連携を強化し、自立

支援協議会本会だけでなく部会ごとに当事者と協働した取組

みを検討します。 

 
3  自らの体験に基づいて、他の障害のある人の相談相手となったり、同じ仲間として社会参加や地
域での交流、問題の解決等を支援したりする人のこと。 
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障害者基幹相談

支援センターの

機能強化 

○地域における相談支援の中核的な役割を担う機関と位置づ

け、総合相談・専門相談、地域移行・地域定着、権利擁護・

虐待防止、地域の相談支援体制の強化に取組みます。 

○基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、指定特定相談

支援事業所（計画相談支援）による重層的な相談支援体制を

構築します。 

障害福祉制度と

介護保険制度と

の連携 

○相談支援専門員と介護支援専門員の連携強化のため、合同で

研修会を開催するなど、課題を共有する機会をつくります。 

 

生活相談支援セ

ンターとの連携 

○複合的な課題を抱える相談者が増加しており、より柔軟な対応を

するために、生活相談支援センター(生活困窮者自立支援事業)と

の連携を強化します。 

○「地域共生社会」の実現に向けて、障害福祉分野だけにとどまら

ず、「我が事・丸ごと」の地域づくりを育む仕組みを構築します。 

ピアカウンセリ

ング4の促進 

○広域的にピアサポーターを募り、ピアサポーターが研修など

で基本的なスキルを学び、専門職からのフォローアップを受

けながら活動ができる体制を構築します。 

○障害者が自らの体験に基づいて、同じ不安や問題を抱える人

の相談に応じ、問題の解決を図るピアカウンセリングの取組

みを周知し、その活動が促進されるよう支援します。 

○相談支援事業所と連携し、ピアカウンセリングを個別相談支

援業務に取り入れることができる体制を構築します。 

相談支援体制の

充実 

○相談支援事業所（計画相談支援）の不足を解消するため、新

規設置事業所に対し、相談支援部会を中心に、円滑な運営方

法や相談支援専門員のスキルアップについて助言等の支援を

します。 

 

  

 
4 精神疾患を持つ者同士が情報を共有したり、お互いを精神的に支え合うことで自立を目指すカウ

ンセリングのこと。 
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 障害福祉サービス等の充実 

障害者が地域で自立した生活を営むためには、障害の特性や程度に応じ、必要な支援

を必要な時に受けられるよう福祉サービスの充実が求められていますが、サービス提供

事業所数や専門的な人材の不足が慢性化しており、深刻な状況となっています。 

親元から独立して生活するために、一人暮らしやグループホームでの生活の体験の機

会を提供し、緊急時の受入対応体制が確保され、人材の確保・養成・連携等を通じた支

援者の専門性を維持・深化させるために、既存の障害者支援施設、障害福祉サービス事

業所等が必要な機能を分担して、地域生活支援の機能を強化する体制を構築していきま

す。平成 30 年度に整備した「峡東三市地域生活支援拠点」を中心として、笛吹市、甲

州市と連携を図りながら機能強化を図ります。 

  日中活動の場の充実 

施策・事業 取組み内容 

日中活動支援の充実 ○地域活動支援センターの機能強化を行い、個別ニーズを

反映させながら、障害者だけでなく高齢者や児童など、

地域に暮らすさまざまな人が集うことができる多機能拠

点として役割を充実させます。 

日中活動の場の充実 ○共生型サービスの創設への支援を行い、医療的ケア児・

者や重度訪問介護対象者にも対応可能な日中活動の場を

確保します。 

○不足するサービス提供体制を補うため、需要と供給のバ

ランスを注視しながら、新規設置・拡充を検討している

事業者に対して、活用可能な物件の選定等を支援しま

す。 

  生活の場の確保 

施策・事業 取組み内容 

グループホームの設

置・拡充 

○峡東圏域地域生活支援拠点整備の一環として、施設入所

者や精神科病院に長期入院している人の地域移行の促進

を図る際の受け皿とするため、グループホームの設置や

拡充などを積極的に支援します。 

○障害者の重度化・高齢化にも対応するため、「日中サー

ビス支援型共同生活援助(グループホーム)」の設置を支

援します。 

体験的宿泊の場の確保 ○峡東圏域地域生活支援拠点整備の一環として、グループ

ホームや一人暮らしの生活が体験できるよう、居室を確

保し、体験的宿泊の体制整備を図ります。このために、

既存のサービス提供事業所への協力を要請するととも

に、多様化する一人暮らしのあり方に対応するための協

議を行います。 
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 障害児サービスの充実 

近年、障害や疾病を早期発見し、早期介入する支援体制が構築されてきましたが、児

童発達支援や放課後等デイサービス、障害児計画相談を提供する事業所が慢性的に不足

しています。障害児や家族にとって、放課後や休日、長期休暇中に安心して過ごすこと

のできる居場所の確保が求められます。 

児童福祉法に基づき、障害児支援の充実を図り、障害のある児童及びその家族に対し

て必要な支援を受けられるようにします。また、その年齢や発達段階に応じて、児童発

達支援5や放課後等デイサービス6の支援を提供し、子どもの発達支援・家族支援・地域

支援を事業所とともに行います。 

 

施策・事業 取組み内容 

日中活動の場の充実 ○放課後学童クラブの指導員を対象に、障害児への支援方

法に関する研修等を開催し、専門性の向上を図ります。 

○地域活動支援センターの機能強化を行い、個別ニーズを

反映させながら、障害者だけでなく高齢者や児童など、

地域に暮らすさまざまな人が集うことができる多機能拠

点として役割を担えるよう体制の整備を行います。 

○不足するサービス提供体制を補うため、需要と供給のバ

ランスを注視しながら、新規設置・拡充を検討している

事業者に対して、活用可能な物件の選定等を支援しま

す。 

家族支援の充実 ○ライフステージに応じた保護者の不安や負担感を軽減す

るため、保健・医療・福祉・療育・教育・就労などの関

係機関が連携しながら、発達に対する相談支援の充実を

図ります。  

○介護をしている保護者のレスパイトを目的に、放課後や

長期休暇などに、放課後等デイサービス、短期入所、日

中一時支援事業などのサービスを柔軟な利用ができるよ

う整備を行います。 

○家族ぐるみで参加できるイベントの開催など、障害児の

兄弟姉妹に対する支援の充実を図ります。 

 

  

 
5 障害のある児童（未就学児）が、地域の中核的な療育支援施設である児童発達支援センターに通

い、日常生活における基本的動作の指導、自立生活に必要な知識技能の付与または集団生活への

適応のための訓練を提供する事業のこと。 
6 学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓

練等を継続的に提供する事業のこと。 
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 障害児・者支援の質の向上 

障害福祉サービスまたは相談支援が円滑に実施されるよう、サービス提供者だけでな

く障害福祉に携わるさまざまな関係者を対象に、必要な指導・支援を行い、質の高いサ

ービスを確保するよう努めます。また、サービスの質の評価を行い、利用者が質の高い

サービスを選択できるよう支援します。 

 

施策・事業 取組み内容 

人材育成事業の実施 ○関係機関や事業所の職員を対象に、専門的な知識の向上

を図る勉強会や研修会などの機会を提供します。 

○基幹相談支援センターに主任相談支援専門員を配置し、

相談支援部会を中心に、専門職へのスーパービジョン7や

コンサルテーション8が実施できる体制を構築します。 

民間事業所のサービ

ス提供体制の向上 

○民間事業所のサービスの質の向上のため、事業所に対し

第三者評価制度の利用を勧奨します。また、事業所間で

情報を共有し、より質の高いサービスの提供を行うた

め、サービス種別毎に事業所連絡会などの開催ができる

よう支援します。 

 

  

 
7 熟練した専門職であるスーパーバイザー（指導者）が、経験の浅い同じ専門職に対し、援助者と

しての業務遂行能力を向上させるための育成方法のこと。 
8 他機関の専門職（コンサルタント）が、異なる専門職（コンサルティ）に対し、抱えている問題

に即した知識・技術・情報の伝達を行い、業務遂行過程で効率的に解決できるよう援助する方法

のこと。 
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 地域移行支援 

平成 30 年に、地域移行(医療機関からの退院、入所施設からの退所等)を促進するた

めに、障害者等自立支援協議会の専門部会として地域移行支援部会を新設しましたが、

退院・退所者数は伸び悩んでいます。このため精神障害にも対応した地域包括ケアシス

テムの推進にも取組みます。 

 

施策・事業 取組み内容 

地域移行支援・定着支援 

（医療機関からの退院） 

 

○主に精神科病院から退院し、地域生活へ移行するため

の全般的な支援をします。また、退院した後も地域で

安心して生活が続けられるよう継続的に支援します。 

○高齢者や生活困窮者などを含めた住宅確保要配慮者に

対する支援策を、自立支援協議会で協議します。 

○地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助などの障

害福祉サービスの利用を促進します。 

地域移行支援・定着支援 

（入所施設からの退院） 

○入所施設から退所し、地域生活へ移行するための支援

を行います。また、入所施設から退所した後も地域で

安心して生活が続けられるよう支援します。 

○地域移行支援、地域定着支援、自立生活援助などの障

害福祉サービスの利用を促進します。 

精神障害にも対応した地

域包括ケアシステムの推

進 

○医療、障害福祉、介護、住まい、社会参加、就労、地

域の助け合い、教育などが包括的に確保された地域包

括ケアシステムの構築を目指します。 
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 地域における支え合いの推進 

障害者が地域で安心して暮らせる社会を築くため、日頃から障害者を支えている地域

福祉活動への住民の参加促進を図ります。また地域の福祉活動拠点としての役割を持つ

山梨市社会福祉協議会と連携し、地域福祉活動の活性化を目指します。 

  地域福祉活動の支援 

施策・事業 取組み内容 

地域福祉計画の連携 ○「山梨市地域福祉計画」の中で、共生社会の実現が盛り

込まれます。地域福祉計画を踏まえた上で障害者計画の

施策の見直しを行います。 

地域福祉活動計画の

推進 

○「山梨市社会福祉協議会地域福祉活動計画」に基づいた

施策の推進と連携を図ります。 

○市民参画の機運の醸成を図り、ボランティア団体の育成

を支援します。 

  ボランティア活動の推進 

施策・事業 取組み内容 

ボランティア活動

の普及 

○身近な場所で誰でも気軽にボランティア活動に取り組める

よう、情報の提供の充実を図るとともに、活動への助言、

活動基盤づくりなどを支援します。 

○既存のボランティアグループの支援だけでなく、新規グル

ープの設立を支援していきます。 

○ボランティア活動を希望する人やボランティアによる支援

を望む人、それぞれのニーズに寄り添ったマッチングが行

えるよう、ボランティアコーディネートの強化を進めてい

きます。 

○若年層(主に高校生・大学生等)がボランティア活動に積極

的に参加してもらえるよう、情報交換を行いながら普及を

進めていきます。 

ボランティア活動

に関する登録・斡

旋及び養成研修 

○ボランティアの需要と供給に関する調査を行い、活動が活

性化しない原因や地域において必要とされる活動の把握を

進めます。 

○ボランティア活動に関する登録の増加を目指し、活動の周

知を行いながら、現在地域が求めるニーズに合ったボラン

ティアの養成研修等に取組みます。 

 

 

精神保健福祉ボラ

ンティア活動の推

進 

○精神保健福祉ボランティアグループが活発に活動出来るよ

う、さまざまなボランティアグループとの情報交換や、共

に活動を実施するなどの交流機会の支援を行います。 
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 保健・医療サービスの充実  母子保健事業推進による早期支援の充実 

妊婦健診、乳幼児健診や保健指導の実施により、疾病、障害等の早期発見、治療、早

期支援を図っています。特に発達において支援が必要な子どもは、可能な限り早期から、

個別相談や療育などを実施し、環境調整により周囲の理解を得ながら、子どもの能力に

応じた成長を促す働きかけを行うことが、今後さらに必要となっています。 

障害等により支援が必要な子どもと保護者に対する、きめ細やかな対応が早期から行

えるよう、総合的な母子保健事業を推進します。 

 

施策・事業 取組み内容 

健康診査の充実 ○妊産婦の健康診査の公費助成を実施し、健診結果に応

じた個別対応を行うことで、心身ともに安全・安心な

周産期を過ごすことができるよう支援します。 

○乳幼児健診を適切な時期に実施することで、疾病等の

早期発見・早期治療を図ります。また、健診の機会を

活用して個別相談を行い、子どもや保護者の心身の状

況に合わせた支援につなげます。 

早期療育支援体制の整備 

 

○庁内関係課、医療福祉関係施設、保育園等や学校、放

課後学童クラブをはじめとする関係機関、地域のボラ

ンティア団体等との連携を強化し、子どもとその保護

者へのさまざまな支援を整備し、療育支援体制の充実

を図ります。 

○障害者等自立支援協議会の児童部会を継続し、乳幼児

期からの療育支援等の課題に対応した取組みの検討を

進めます。 

○乳幼児健診等で、専門的な視点での相談が必要となる

子どもと保護者を対象に、「すこやか発達相談」を実

施し、適切な療育支援につなげます。 

○「子どもの発達包括支援事業」を継続実施し、発育に

支援が必要な子どもと保護者に対し、家庭・保育園・

学校等の連携を強化し切れ目のない支援を行います。 

交流の場の確保 ○障害を持つ子どもや発達が気になる子どもとその家族

を対象に、集団教室等を通じて意見交換や交流ができ

る機会を設けます。 

○障害の有無にかかわらず、子どもや保護者が交流し、

障害について理解する場が増加するよう、関係機関と

連携し検討を進めます。 

子ども家庭総合支援拠点

の機能強化 

○障害児への虐待の防止や早期発見に努め、子育てに対

する保護者の不安解消が図れるよう、関係機関との連

携を強化します。 
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 障害の原因となる疾病等の予防・治療 

生活習慣病は予防や早期発見、早期治療、合併症予防が大変重要であることから、総

合的な生活習慣病予防対策を推進する必要があります。特に、早期発見のために、特定

健康診査やがん検診の受診率の向上と保健指導の充実を図る必要があります。 

障害の原因となる病気の予防や障害を早期発見・早期治療、また合併症予防につなげ

ること、障害者自身の健康づくりを支援することなど、さまざまな障害や病気の特性、

状況に対応し、きめ細やかな支援を行います。 

 

施策・事業 取組み内容 

心と身体の健康づ

くりの推進 

○健康増進計画に基づき、市民ニーズに対応した計画的・効

率的な保健施策を、市民と行政の協働により展開します。 

各種健康診査の推

進 

○生活習慣病やメタボリックシンドロームなどの予防のた

め、各種健康診査の充実を図ります。 

健康相談･健康教室

の充実 

○健康相談や健康教室、健康教育などを実施し、市民の自主

的な健康づくりを支援します。 

障害者の健康保持

の支援 

○障害者の疾病の早期発見や二次障害の予防などのため、各

種健康診査の受診やその後の適切な指導、助言、治療が受

けられるような支援体制の充実を図ります。 

○併せて障害福祉サービス事業所等と連携し、入所者や通所

者の生活習慣病対策の検討を行います。 

  難病に関する施策の推進 

原因が不明で治療方法が確立されず後遺症を残す恐れが少なくない難病は、経過が慢

性、長期にわたるため、患者や家族は医療、介護、生活面さらには精神的にさまざまな

悩みを抱えて生活しています。県や関係機関等との連携のもと、療養生活をはじめとし

た、さまざまな生活上の相談に応じるとともに、障害福祉サービス等の提供や難病患者

への情報発信など支援体制の充実を図ります。 

 

施策・事業 取組み内容 

難病等のある人への支援

施策の推進 

○難病患者、小児慢性特定疾患児とその家族が安心して

生活できるよう、保健所等関係機関との連携を図り、

安定した療養生活の確保とその家族も含めた支援を行

います。 

○難病患者等日常生活用具給付、難病患者等居宅生活支

援及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付などを実

施し、在宅支援体制の整備を促進します。 
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 医療的ケア児・者への支援 

痰の吸引や経管栄養などの医療的ケアを日常的に要する子ども・成人(医療的ケア

児・者)は、全国的に増加傾向にありますが、専門的人材やサービス提供事業所等の慢

性的な不足など、環境整備が不十分であるため、必要な時に適切な支援が受けられない

のが現状です。身近な地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児・者に対する

支援が適切に行える人材を養成し、保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関の支援

体制の充実を図ります。 

 

施策・事業 取組み内容 

人材育成 ○障害児通所支援事業所、保育園、放課後児童クラブ及び学校等

において、医療的ケア児等への支援に従事できる人材を養成す

るための研修の受講を促進します。 

○医療的ケア児等の支援を総合的に調整するコーディネーターを

市役所内に配置します。 

協議の場の設置 ○医療的ケア児・者への支援に関するさまざまな地域課題を解決

するため、保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関で構成

される「峡東圏域医療的ケア児支援会議」を設置し、広域的に

取組みをすすめます。 
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 精神保健・医療施策の推進 

障害者にとって、医療は健康維持や障害の軽減に密接に関係し、地域で安心して暮

らしていく上で大きな意義を持っています。障害者が身近な地域において、より適切

な医療を受けられるように、専門機関との連携のもとに、ニーズにあった保健・医療

体制の充実に努めていくことが求められています。特に精神障害者の支援を地域にお

いて行い、早期退院及び地域移行を推進し、地域で生活できることを目的とした社会

資源の整備が課題です。 

障害の特性に合った適切な医療提供ができるよう、専門機関と連携し地域医療・医

学的リハビリテーション体制の充実を目指します。特に入院中の精神障害のある方の

退院、地域移行を推進するため、地域で暮らせる環境の整備に取組みます。また、医

療にかかる経済的負担の軽減を図り制度や福祉サービスの適正な利用を進めます。 

  地域医療・リハビリテーション体制の充実 

施策・事業 取組み内容 

在宅支援体制の整備 ○保健・医療・福祉の関係機関と連携を図りながら、在

宅支援の充実を促進します。 

医療・リハビリテーショ

ンに関する相談支援の充

実 

○医療・リハビリテーションに関する相談に対応し、障

害者が適切な医療やリハビリテーションを受けること

ができるよう、医療機関などと連携し支援します。 

保健医療情報ネットワー

クの構築 

○県や保健医療機関との情報連携を図るため、保健医療

情報ネットワークの構築を促進します。 

○広域的な会議に参画し、課題を共有して解決策を検討

します。 

  医療給付等の充実 

施策・事業 取組み内容 

重度心身障害者医療費

助成 

○重度心身障害者が診療を受けた場合の医療費の一部自己

負担の助成を行います。 

自立支援医療の給付 ○障害者自立支援法に基づく「自立支援医療（更生医療・

育成医療・精神通院医療）の給付」の周知及び医療機関

及び薬局と連携を図り、適切な給付を行います。 

  心の健康づくりの推進 

施策・事業 取組み内容 

心の健康づくり

の推進 

○ストレスやうつ病などの心の病について、正しい知識の普及と

相談先の周知など、心の健康づくりに関する啓発活動を展開し

ます。 

○市民、福祉関係者、市役所職員が心の健康に対する理解を深

め、心の健康づくりの身近な支援者となるよう、研修会を実施

します。 

○「こころの健康相談」を継続し、公認心理師や精神保健福祉士

等の専門職による個別相談を受ける機会を充実します。 
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 教育、文化芸術活動・スポーツ活動等の充実  就学前の保育・教育の充実 

近年、子どもの障害の有無にかかわらず、ともに育ち・学ぶという理念が浸透し、保

護者のライフスタイルの変化(核家族化や共働きなど)の影響で、保育園・幼稚園に通う

障害児が増加しています。 

市では乳幼児一人ひとりの状況に応じて保健・医療・福祉・教育等連携のもと早期か

らの教育相談、就学相談などを図っています。しかし、障害の程度、特徴、成長、発達、

家庭環境、価値観等が多様になり、対応の難しさが課題です。 

保健・福祉・教育等の庁内関係課をはじめ、関係機関との連携を強化し、保育園や幼

稚園等職員の資質向上を図ります。さらに、相談体制を整備し、保護者への情報提供及

び継続的な支援に努めます。 

 

施策・事業 取組み内容 

障害児保育などの

推進 

○障害のある乳幼児を受け入れる保育園・幼稚園等は、障害

等に応じた保育及び環境の整備・充実に努めます。 

○保育士の増員、障害児保育の理解及び対応を図ります。併

せて対応方法についてスキルアップを図ります。 

就学前療育・教育

相談の充実 

○乳幼児一人ひとりの状況に応じて、適切かつ総合的な療育

の提供及び家庭への支援に向けて、関係機関との連携強化

を図ります。 

障害児療育の推進 ○児童発達支援センターにおいては、保育園・幼稚園等と密

接な連携を図り、適切な療育の場や、基本動作訓練及び集

団生活への適応訓練の場の確保に努めます。 

発達障害支援事業 

庁内検討会議 

○市役所関係課の横の連携を強化し、発達障害、または発達

に特性を持つ子どもに対し、一貫した支援体制の整備を行

います。 

子どもの発達包括

支援事業 

○発達障害を持つ子ども、または発達に特性を持つ子どもに

対し関係機関が連携して、家庭や集団の中で、その子の個

性を生かしながら成長していけるよう相談や集団療育等の

支援を実施します。 
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 教育体制の充実・教育環境の整備 

教育分野においては、関係機関の協力を得ながら連携を深めるなどの体制整備を図っ

てきました。今後も個人情報の取り扱いに留意しながら、障害特性に配慮した指導や支

援ができるよう、個別の教育支援計画等の策定・活用を図り、就労等までの支援の充実

を図ることが必要です。 

障害の有無によって分け隔てられることがなく、人格と個性を尊重し合う共生社会の

実現に向け、児童生徒一人ひとりの発達の段階、程度、障害の状態、適応状況、教育的

ニーズ等に応じて、柔軟に「学びの場」を変更できる教育、さらに教育方法の工夫や改

善を進め「多様な学びの場」の充実を図るなどインクルーシブ教育システム9の整備が

必要です。 

障害のある児童生徒が障害のない児童生徒とともに授業等に参加する機会を得ること

ができるよう、トイレ、スロープなどの学校施設のバリアフリー化の促進や、障害者に

対する正しい理解を深めるよう、ソフト面も含め学校教育における障害者理解の促進を

行います。また、小学校から中学校、中学校から高等学校、高等学校から進学・就職な

ど、ライフステージの変化に対応した切れ目のない支援を行います。 

 

施策・事業 取組み内容 

個別支援計画などの作

成 

 

○支援が必要な児童、生徒に対して、その子に合った「個

別支援計画」を作成し、教育現場だけでなく、関係機関

との連携のもと、教育分野における切れ目のない支援を

行います。 

○「個別の指導計画」等支援について、教育現場だけでな

く、関係機関と連携を図り、子どもの生活が充実したも

のとなるよう計画内容を検討します。 

進路指導の充実 ○進路指導について、本人及び保護者の意思に基づいた選

択が可能となるよう、関係機関と連携し進路指導の充実

に努めます。 

特別支援教育体制の確

立 

○障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けて、生活や

学習上の困難を改善または克服するため、県内の特別支

援学校と連携し、適切な支援を行います。 

特別支援教育の充実 

 

○教職員の特別支援教育に対する理解の促進、専門知識の

向上を図りながら、特別支援教育の充実を図ります。 

○支援学校に配置されている専門職員派遣制度の活用を推

進します。 

学習環境の整備 ○学校施設のバリアフリー化や安全対策、情報学習機材を

充実させ障害者への合理的配慮に努めます。 

○学習機材等については、学校現場と協力しながら、整備

の実施方法について協議を進めます。 

 

  

 
9 誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合う中で、障害の

ある者とない者がともに学ぶ仕組みのこと。 
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 社会活動・地域活動の支援 

障害者が社会のさまざまな分野に参加していくためには、情報提供の充実、交流の機

会の増加が必要です。しかしながら、障害の有無に関わらず、一緒に参加し楽しめる機

会はまだ不十分であり、また、障害者が安全かつ有効に活用できる生涯学習活動の場の

整備も課題です。 

文化芸術活動や学習活動等の情報提供については、ニーズに合わせて工夫や配慮を行

い、また地域における多様な学習機会に障害者が参加できるよう施設・設備などの改善

に努めます。 

 

施策・事業 取組み内容 

生涯学習の推進 ○障害者が地域社会に積極的に参加できるような生涯学習

を推進します。 

地域学習交流の促進 

 

○障害者との学習交流の機会を増やし、積極的な社会参加

を促進します。 

障害者団体の活動の

活性化 

○障害者やその家族で構成する各種団体との連携を強化

し、障害者団体の自主活動を支援します。また、障害者

が積極的に参加できる地域交流を促進します。 

障害者施設との交流 ○地域の人たちが施設の行事に参加し、施設入所者などが

地域の行事に参加するなど、相互交流を促進します。ま

た、障害者が安全かつ有効に活用できる施設整備に努め

ます。 

生涯学習施設の整備

促進 

○障害者が安全かつ有効に活用できる生涯学習活動の場の

整備に努めます。 
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 交流の機会の充実 

外出する目的を尋ねたアンケート調査では、「趣味やスポーツをする」「グループ活動

に参加する」と回答した人は、それぞれ約 4％と少ない結果となっています。 

障害者スポーツは生涯スポーツとしても広く認知され、さらに、東京 2020 パラリン

ピックにより高まる関心を大会後の障害者スポーツの普及啓発につなげるよう、市内の

障害者スポーツ普及団体等と連携し、障害者スポーツを広め、障害者がスポーツに気軽

に参加でき、スポーツ活動を継続できる環境を整えます。また文化芸術活動においても、

ともに参加し楽しむことができる機会の創出に努めます。 

 

施策・事業 取組み内容 

文化・スポーツへの参加

促進 

 

○関係団体と連携し、障害者の積極的な創作活動や文化

活動・スポーツ・レクリエーション活動への情報提供

を行うとともに、参加を促進します。 

スポーツ指導員の育成 ○障害者がさまざまなスポーツ活動に取り組めるよう、

スポーツ指導員の確保・育成を図ります。 

イベントの周知 

 

○山梨県障害者スポーツ協会などが実施する県障害者ス

ポーツ大会など、大規模なイベント等の情報を周知

し、積極的な参加を支援します。 

障害者の交流会の開催 ○文化・スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障

害者が楽しめる交流の機会を推進します。より多くの

方が活動できるよう、移動手段の確保の研究、内容の

検討をします。 

活動の場の整備 

 

○障害者が学習やスポーツ・レクリエーション活動を身

近な場所で楽しめるよう、公民館や図書館、スポーツ

施設などの整備を図ります。 
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 雇用・就業、経済的自立の支援  障害者雇用の推進 

雇用や就労の促進は障害者が自立した生活を送る上で極めて重要です。障害者総合支

援法においても、障害者の「就労支援」は大きな柱として位置付けられています。障害

者雇用促進法の改正施行により、平成 18 年 4 月から精神障害者（手帳所持者）を雇用

率に算定できるようになりました。また平成 30年 4月には、法定雇用率が 2.2％に改正

され、さらに令和 3 年 3 月には 2.3％へ改正されるなど、雇用促進に対する制度は強化

されてきました。 

山梨県における令和元年度の障害者実雇用率は 2.03％（全国 2.11％）。障害者雇用促

進法に基づく法定雇用率達成企業の割合は 56.0％（全国：48.0％）となっています。 

障害者の地域での就労について長期雇用に至るケースが少なく、一般就労の定着支援

が課題となっています。 

長期雇用につながるためにも、就業・生活支援センター等関係機関と連携しながらジ

ョブコーチ10や就労定着支援の活用等の各種助成制度の情報を広め、就労後も十分な支

援体制を構築できることを企業者、市民へ周知を進め、雇用の機会の拡充を進めていく

必要があります。 

また、継続して障害の特性に応じた就労機会の拡大と、短時間勤務などの柔軟な雇用

形態の支援を行い、地域で自立した生活が送れるよう、企業や市民へ障害者雇用の啓発

を推進します。 

 

施策・事業 取組み内容 

障害者雇用の周知 ○障害者就業・生活支援センター、山梨障害者職業センター、

雇用促進協会やハローワークなどと連携を図り、広報やパン

フレットを活用し、障害者の雇用にかかわる制度・施策の周

知を図ります。 

障害者雇用環境の

整備促進 

○障害者等自立支援協議会の就労部会を継続し、関係機関や市

内商工会関係者などへ障害者雇用への理解を得られるよう周

知を推進し、連携を強化していきます。 

○就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ型・Ｂ型事業所から、

一般就労への移行率の向上を図ります。 

○一般就労への移行後も安定的に仕事へ通うことができるよ

う、就労定着支援事業の利用を促進していきます。 

○企業誘致を促進し雇用創出を図り、障害者の就労機会の拡大

を推進します。 

障害者雇用の推進 ○職場適応への支援として、雇用前の「職場適応訓練」（訓練

をハローワークから事業主〔職親〕に委託）や、試行雇用期

間の「トライアル雇用」（奨励金の支給）、人的支援である

「職場適応援助者（ジョブコーチ）制度」、正式雇用後の

「特定求職者雇用開発助成金」の支給など、各種雇用促進制

度の活用を推進し、障害者就業・生活支援センターと連携し

 
10 障害者の就労にあたり、できることとできないことを事業所に伝達するなど、障害者が円滑に就

労できるように、職場内外の支援環境を整える人のこと。 
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て事業者に雇用や就労移行支援の積極的な協力を要請しま

す。 

○就職しても長期雇用に至るケースが少ないため、峡東圏域サ

ービス事業所連絡会（就労部門）や峡東圏域就労支援ネット

ワーク会議と連携し、課題の抽出・整理などを行い、就労が

定着できる支援を進めていきます。 

行政の障害者雇用

対策の強化 

○市役所における法定雇用率の遵守に努めるとともに、障害者

が働きやすいよう、施設・設備などの環境整備や職員意識の

啓発を継続していきます。 

○定期に面談を行い、不本意な離職者を生じさせないよう障害

者に対し合理的配慮に努めます。障害者の特性や個性に応じ

た能力を有効に発揮できるよう、環境づくりに努めます。併

せて定着状況を把握し、進捗管理を行います。 

  福祉的就労の底上げ 

一般就労は困難であるが、就労を希望する障害者がそれぞれの状況に応じて働き、収

入と生きがいを得られるよう、工賃の向上のための、事業所の経営力強化に向けた支援、

共同受注化の推進等、官民一体となった取組みを推進し、福祉的就労の底上げを図りま

す。 

 

施策・事業 取組み内容 

福祉的就労の促進 ○福祉的就労の場の設置や拡大を検討している法人などに対し

て、相談・助言や市所有の施設の貸与など、可能な支援に努

めます。 

○障害者が作った授産製品の販売を行うチャレンジドショップ

を継続する中で、参加事業所が主体となった運営を模索し、

拡充に努めます。 

関係機関との連携 ○福祉的就労を行う施設や特別支援学校、ハローワークなどと

連携しながら、障害者の受け入れを促進します。 

○定期的な情報交換の実施及び職場環境の把握に努め、継続

的・計画的な雇用ができる体制を構築します。 

優先調達推進法の

周知、促進 

○優先調達推進法の実績をあげるべく、市役所においては福祉

課から関係課へ積極的に働きかけます。障害者就労施設等へ

の物品や役務の受注機会を増やすことで、工賃の向上を図

り、施設で就労する障害者の自立を促進します。 

○毎年度調達実績を市のホームページで公表します。 

農福連携による就

労促進 

○農業分野での障害者の就労を促進するため、互いの分野が抱

える課題やニーズの整理・抽出を行い、マッチングを行う支

援体制の構築を検討します。 

○農家への一般就労や、就労移行支援事業所、就労継続支援Ａ

型・Ｂ型事業所等における施設外就労先の幅を広げるなど、

山梨県農福連携推進センターと連携を行い、推進します。 
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 各種手当等による経済的自立の支援 

障害者が地域で自立した生活を営むためには、雇用・就業の促進に関する施策ととも

に、障害基礎年金や特別障害者手当等の制度の運用が重要です。対象者への申請案内や

相談に取り組むほか、必要に応じて制度の充実等について国や県へ働きかけていきます。 

 

施策・事業 取組み内容 

特別児童扶養手当の周知 ○中程度以上の障害がある 20 歳未満の児童を養育して

いる父母などに支給する特別児童扶養手当制度の周知

を図ります。 

障害基礎年金 

特別障害者手当 

障害児福祉手当 

心身障害児福祉手当 

児童年金等の周知 

○心身または精神の障害が一定以上ある人を対象に、年

金または手当が支給される制度があることを周知し、

障害者の自立を促進します。 

○受給資格を有する障害者に対し、制度の周知を図りま

す。 
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 安全・安心な生活環境の整備  暮らしやすい住宅の確保 

障害者が住み慣れた地域で生活を送るうえで、住まいの確保は最も大切な事です。ま

た、福祉施設から地域への移行を促進する中で、障害の状態や介護の実態を十分に考慮

し、住まいの場を確保していく必要があります。 

障害者が地域で安心して生活できるよう、グループホーム等、住まいの場の確保のた

め、地域資源や既存施設の活用等を検討します。今後も進むとみられる高齢化・重度化

を踏まえ、在宅生活を支える住宅改修・住宅改造への助成事業の利用促進を図り、安心

できる住まいの構築を進めていきます。また、グループホーム等の整備が促進されるよ

う、社会福祉法人等に対して必要な情報を積極的に提供します。 

市営住宅については、改修の際にはバリアフリー化に努め、障害者の住まいの場の整

備充実を図ります。 

 

施策・事業 取組み内容 

市営住宅の整備 ○市営住宅の改修の際には、ユニバーサルデザインの趣旨

を踏まえて改修するよう努めます。 

居室整備費補助金制度

の利用促進 

○住宅の改造の際は、居室整備費助成制度の利用を促進す

るとともに、相談やアドバイスなどを行います。 

賃貸住宅入居の促進 ○賃貸契約によるアパート等への入居を希望しながら、保

証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対

し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家

主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援し

ます。 

  公共施設のバリアフリー化の推進 

山梨市バリアフリー基本構想に基づき、車いす等での通行に支障がない幅の広い歩道

の整備や段差の解消、視覚に障害のある人の誘導用のブロック設置や信号機の設置、多

目的トイレ設置など障害者が安全・快適かつ円滑な外出ができる環境の整備に努めます。 

 

施策・事業 取組み内容 

公共施設の整備 ○施設・道路・公園などの公共施設の整備については、各

種法令等に従い、障害者が利用しやすくなるよう整備を

推進します。また、公共施設の新設の際は、障害者の意

見を取り入れ、ユニバーサルデザインの趣旨に基づいた

設計を行います。 

安全で快適な歩道など

の整備 

○新設道路や既存道路の大規模改修では、障害者が安全に

歩行できるように、幅の広い歩道の整備に努め、誘導ブ

ロックの設置や段差・勾配などの改善・配慮に努めま

す。 
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 外出手段の確保 

介助が必要な障害者が安心して外出できるように、日常生活に必要な公共交通手段や

移動支援等の確保が大きな課題です。公共交通機関の利用が困難な障害者も多いことか

ら、移動を支援するためのサービス内容の充実に向けた検討が必要です。 

障害者の状況や外出目的等に応じて、移動を支援するための事業をさらに推進してい

きます。 

 

施策・事業 取組み内容 

公共交通機関の利用割

引制度の周知 

○公共交通機関などの乗車料金の割引制度について、広報

などを活用し周知に努めます。また、新規手帳取得者に

は交付時に制度の周知を図ります。 

福祉タクシー事業の周

知 

○在宅で生活する重度の身体障害者が利用するタクシー料

金の一部を助成します。併せて、障害者の社会参加を促

す事業の目的を周知します。 

移動支援事業の促進 ○屋外での移動が困難な障害者について、外出のための支

援を行うことにより、地域における社会参加を促進しま

す。さらに、移動支援（移送サービス）提供事業所の整

備推進を図ります 

自動車運転免許取得費

助成の周知 

○身体障害者が自動車運転免許を取得する際、取得費の一

部を助成する制度の周知を図ります。 

 

自動車の改造・購入助

成事業の周知 

○身体障害者が使用する自動車の改造･購入に要する費用

の一部を助成する身体障害者自動車改造費助成事業及

び、介助用自動車購入等助成事業の周知を図ります。 

身体障害者補助犬法の

周知 

○補助犬を使用する障害者が安心して外出できるように、

公共交通機関や多数の人が利用する施設などに、補助犬

の同伴が円滑に受け入れられるよう周知を図ります。 

  障害者に配慮したまちづくりの総合的な推進 

快適・安全で円滑な住環境、交通環境を確保するため、障害者に配慮したまちづくり

を総合的に推進します。 

 

施策・事業 取組み内容 

各種審議会等への参画 ○各種委員会や審議会等の委員に福祉分野からの参画を進

めます。また、市政に積極的に参加できるよう、意思疎

通支援事業の利用促進を図ります。 
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 情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実  わかりやすい情報提供 

さまざまな障害の特性により意思疎通や情報取得が困難な障害者に対して、それぞれ

の障害の特性を理解し、言語（手話を含む）その他の意思疎通のための手段や代読・代

筆支援等の情報取得のために必要な配慮を行います。 

また、市からのお知らせや行政サービス、イベントなどの情報提供に当たっては、そ

れぞれの障害の特性に応じて有効な情報取得・手段が選択できるよう広報誌、CATV、ホ

ームページや SNS等のさまざまな媒体の利点を生かした情報提供を図ります。 

 

施策・事業 取組み内容 

制度やサービス内

容の周知 

○各種福祉制度やサービス内容をホームページへ掲載、また障

害福祉のしおりを手帳取得者へ配布するなど、サービス内容

の周知に努めます。 

広報などの活用 

 

○各種研修・講座のお知らせや、障害者の活動・行事、ボラン

ティア活動などの周知を広報誌、CATV、ホームページ、社協

だよりなどを活用して行います。 

○障害者へ伝わる媒体を把握し、その活用の強化を図ります。 

声の広報事業 ○山梨市社会福祉協議会と連携し、視覚障害者に対し声の広報

（朗読テープによる広報）により、情報提供を行います。 

○活動の意義をより広範囲に周知して、今後のボランティアの

確保・育成に継続的に努めます。障害者が今までのように好

きな時に聞くことができる方法として、IT 媒体へのアップ

ロード方式なども検討します。 

障害特性に配慮し

た情報提供 

○市が提供する各種情報や個人宛の配布物については、点字や

わかりやすい言葉づかい、図や絵の活用など、障害特性に合

わせ、障害者にも理解しやすいものとなるように配慮しま

す。 

インターネット情

報へのアクセス向

上 

○ホームページの運用に当たっては、総務省「みんなの公共サ

イト運用ガイドライン(2016 年版)」に基づいた運用を引き

続き行い、画面の表示、サイズや色を簡単に操作できるツー

ルの活用、音声読み上げソフトへの対応など、誰もがより快

適にホームページの閲覧が行えるよう努めます。 
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 意思疎通支援の充実 

視覚障害や聴覚障害のある人等は、その障害のため、情報の収集や地域とのコミュニ

ケーションの確保に大きなハンディキャップがあり、情報不足からくる精神的不安や地

域からの疎外感を感じている人が少なくありません。 

障害者が地域社会の中であたり前に暮らし、社会参加していくためには、障害の状況

に応じた情報の提供や、コミュニケーションの確立のための支援が必要です。行政情報

等について、一人でも多くの障害者へ正確に伝えることができるよう、意思疎通支援の

充実を図ることで、自立と社会参加の促進につなげます。 

 

施策・事業 取組み内容 

コミュニケーション支

援事業 

○聴覚障害または音声もしくは言語機能障害者に対し、健

聴者との意思の疎通を円滑に行うため、手話通訳者の派

遣を行います。 

発達障害者への入院時

におけるコミュニケー

ション支援 

○発達障害がありコミュニケーションがとりづらい人に対

し、入院時に医師や看護師との意思の疎通を円滑に行え

るよう支援します。 

市役所における窓口対

応方法の検討 

○市職員に対して障害者に対する理解の促進に努めるとと

もに、利用者の要望を把握しながら手話や筆談、機器に

よる対応等、障害特性に配慮した対応に努めます。 
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 防災、防犯等の推進  防災対策の推進 

これまでに起こった大規模な地震や風水害、感染症等の健康危機などにおける経験と

教訓を踏まえ、災害時等においては、障害者に対し、必要な情報や適切な支援が提供で

きるよう、SNS などのさまざまな媒体を活用した迅速な情報提供や避難所の整備などを

進めます。 

また、地域における防災対策の推進を図るため、山梨市防災支援登録申請（避難行動

要支援者台帳）の、さらなる周知を図り、障害の種類や特徴を考慮した避難所における

福祉避難スペース、及び福祉避難所の拡充や運営に関し、各関係機関との連携・体制整

備、障害者が参加できる訓練を実施します。 

障害者は、障害のために災害に対する備えが十分にできない状況が考えられますので、

障害者や関係機関に対し、災害に向けた準備や避難行動について日頃から啓発を行うこ

とが重要です。 

防災訓練などを通じて障害者が日頃から困っていることや一人ひとりに必要な支援に

ついて地域に理解していただくなど、自助・地域（近隣）の共助の取組みを支援し、自

主防災組織の育成等を進めるとともに、声かけや安否確認、情報提供の方法を配慮する

等、災害時支援の仕組みづくりを検討していきます。 

 

施策・事業 取組み内容 

避難行動要支援者

台帳の整備・周知 

○避難行動要支援者台帳の普及啓発を行います。 

防災体制の確立 ○行政関係機関・自主防災組織・ボランティアなどを中心とし

た災害時の助け合いの仕組みづくりを推進し、緊急時の情報

伝達や避難誘導、救助体制の確立を図ります。 

○指定避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点

を取り入れた防災対策を推進します。 

防災教育・防災訓

練の推進 

○防災知識の向上と災害時の的確な対応を図るため、障害者団

体や施設などと協力し、災害時要援護者対策を踏まえた防災

教育の推進や防災訓練を行います。 

○障害者が地域の防災訓練に参加できるよう周知します。 

福祉避難所開設の

拡充 

○山梨市の「福祉避難所運営に関するガイドライン」に基づき

福祉避難所の指定拡充に努めます（R2.12現在：8法人）。 

○福祉避難所の運営方法についての研修会等を開催し、職員の

スキルアップを図ります。また、災害時に協定を結んだ施設

との円滑な連携や情報の共有方法等を検討し、機能を強化し

ます。 

聴覚障害者への情

報提供 

○在宅で生活する聴覚障害者に、CATV における災害情報デー

タ放送やファクシミリまたは「やまなしくらしねっと」を活

用したメール配信で防災情報を提供することにより、災害及

び防災情報の伝達を行います。 

○消防署の緊急時通報システムの周知を図り登録を促します。 
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 消費者トラブルの防止・防犯対策の推進 

防犯については、地域での理解や協力を得ながら防犯活動の充実を促すとともに、未

然に防ぐことができるよう防犯知識の周知や情報提供を行っていきます。また、被害の

早期発見や事後の苦情・相談体制について関係機関との連携により強化を図ります。 

 

施策・事業 取組み内容 

防犯体制の強化 ○地域における防犯活動を推進し、犯罪被害の発生を未然に防

ぐまちづくりを進めます。 

消費者トラブルの

防止、悪質商法の

被害防止 

○消費生活協力員と連携を図り、訪問販売知識の周知や悪質商

法などの消費者被害防止に向けた情報提供に努めます。 

 

  差別の解消及び権利擁護の推進  啓発活動の充実 

平成 24 年 10 月の障害者虐待防止法の施行や平成 25 年 6 月の障害者差別解消法の制

定をうけ、障害者の尊厳や自立、社会参加を尊重するとともに、障害者への虐待の禁止

や直接差別の禁止、合理的配慮の不提供の禁止等が法定化されました。しかし、障害者

や障害の特性について、市民の理解が十分とは言えない状況です。障害の有無に関わら

ず互いに尊重し支え合う共生社会を実現するためには、社会を構成するすべての人々が、

障害者及び障害の特性に関する理解を深める必要があります。 

障害者への虐待を未然に防止し、障害者が日常生活または社会生活を営むうえで障壁

となるような事物、制度、慣行、観念といった物理的及び意識上の障壁を解消するため、

多様な啓発広報活動や研修を行います。 

 

施策・事業 取組み内容 

啓発活動の推進 ○地域住民が障害についての理解を深め、地域で障害者を

支えることができるよう、広報や職員研修を通じて市民

の意識啓発を推進します。 

障害者団体などとの

意見交換 

○障害者等自立支援協議会や、相談窓口、障害者団体との

意見交換などを通じて、障害者を含む多くの市民の意向

の把握に努め、障害者福祉施策への反映を図ります。 
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 福祉教育の充実 

障害者に対する全ての人の正しい理解と認識を育むとともに、お互いの立場や心情を

思いやり、相互に協力し合う精神や態度を培うため、本市では、小中学校において、特

別活動の時間や「総合的な学習の時間」を活用しながら、福祉施設での体験学習や体験

ボランティア等、体験型の福祉教育を実践しています。こうした福祉教育に加え、家庭、

職場、地域社会など地域の福祉力の向上を図るため生涯学習のあらゆる機会・場面で福

祉教育の推進を図ります。 

 

施策・事業 取組み内容 

関係機関との連携

強化 

○全ての人が障害者に対する正しい認識が持てるよう、家庭、

学校、職場、地域社会などにおいて福祉教育を推進するた

め、保健・医療・福祉・教育などの行政機関や山梨市社会福

祉協議会との情報交換を密にし、連携を強化します。 

○福祉サービスの利用について周知に努めるとともに、相談業

務を通じて理解を促進します。 

福祉教育の普及、

児童生徒の体験学

習の実施 

○児童生徒に対して、障害者への正しい認識を育み、互いの立

場や心情を思いやり相互に協力し合う精神や態度を培うた

め、地域内の福祉施設との交流や福祉講話、車いす体験など

を実施し、一層の福祉教育の充実に努めます。 

  権利擁護の推進 

障害者への虐待、権利侵害の防止や問題の早期発見・対応ができるよう、山梨市社会

福祉協議会や民生委員児童委員など関係機関との連携を強化します。日常生活自立支援

事業の実施体制の充実や成年後見制度の利用促進を図ります。 

  差別の解消 

施策・事業 取組み内容 

差別的取り扱いの禁

止や合理的配慮の推

進 

○障害者に対する不当な差別的取り扱いが行われないよ

う、配慮します。例えば、視覚障害者には読み上げ、聴

覚障害者には筆談や手話等でコミュニケーションを円滑

に行えるよう対応する等、合理的配慮の具体例をあげな

がら、事業者や市民への周知に努めます。 

○山梨市社会福祉協議会が実施している小中高校生向けの 

ボランティア体験や福祉教育の中において、障害当事者

との交流等を積極的に進め、障害者に対する理解を深め

るようにします。 

○職員の障害者に対する対応についての研修を実施し、理

解を深めるよう努めます。 
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 権利擁護の推進 

施策・事業 取組み内容 

成年後見制度の

利用支援・促進 

○知的障害や精神障害等により、判断能力が十分でない人の権

利、財産を守るため、成年後見制度の利用支援・促進に取組み

ます。また、障害のある子が、親亡き後にも、継続的・安定的

な支援が図られるよう、成年後見制度の活用に取組みます。 

○広報、出前講座を積極的に実施し、分かりやすい制度の説明と

周知を図っていきます。併せて、より分かりやすい資料の作成

や、伝え方の検討を行います。 

○今後、成年後見支援センターが中核機関となり、協議会の設立

を予定しています。この中で、困難事例の検討や状況にふさわ

しい後見人の選任、後見人のサポート等を行う予定です。 

日常生活自立支

援事業の充実 

○判断能力が十分でないものの、サービスを利用する意思があ

り、契約の内容がある程度理解できる状態の人の支援を行うた

め、日常生活自立支援事業の支援体制の充実を図ります。 

○成年後見センターと連携し、本人の判断能力の程度の変化等に

応じ、成年後見制度へ円滑に移行できるよう取組みます。 

○生活支援員の人材を確保するため、状態の安定した利用者の支

援を担ってもらう市民生活支援員の養成を検討します。 

市民後見人の養

成 

○成年後見制度において、後見人のなり手不足が懸念されていま

すが、それらの解消と、地域での生活を身近な市民が支える仕

組みづくりの構築のために、親族や専門職以外の同じ地域に住

む住民が市民後見人として活動できるよう、養成に取組みま

す。 

○市民後見人養成講座修了者に対する現場実習・フォローアップ

を実施する体制を構築します。また、現場実習を効果的に実施

するため、山梨市社会福祉協議会と改善に向けた協議や他の実

習方法について検討します。 

  選挙等における配慮等 

施策・事業 取組み内容 

障害者に配慮した投

票環境の向上や投票

機会の確保 

○投票所にスロープや車いす及び障害者用記載台等を設置

し、投票しやすい環境づくりを図ります。チラシやホー

ムページを活用して、指定病院等における不在者投票や

郵便等による不在者投票の制度の周知を図り、投票機会

の確保に努めます。 

○選挙年齢の引き下げへの対応については、周知用教材の

活用や県の出前講座の利用、模擬投票の実施など選挙へ

の関心が高まるよう支援します。 
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第８章  計画の推進  計画の推進に向けての連携強化 

本計画を効果的・効率的に推進していくためには、その推進基盤を確立することが必

要であるため、次の事項に取り組んでいきます。 

  施策相互の連携・ネットワーク化 

本計画による施策展開を効果的かつ効率的に推進するため、関連計画や、今後策定さ

れる計画との連携を図り、社会経済環境や市民ニーズの変化に対応した適切な事業を展

開するとともに、関係機関及び庁内関係各課による連絡調整等を十分に行います。 

  国・県、近隣自治体との連携 

本計画の内容は、山梨市単独で対応できないものも含まれています。国・県の事業や

施設を利用することが必要なもの、また、近隣の自治体と協力することにより、より効

果的な事業展開を図ることができるものについては、関係機関との連携を図り、きめ細

やかなサービスの提供に努めます。 

  市民・民間団体、事業者との連携 

本計画に基づく施策の円滑な推進のためには、市民、ボランティア、関係団体及び事

業者の協力を得ることが不可欠であり、市は、啓発活動の展開や各種制度等を活用する

ことにより、市民・民間団体、事業者の取組みを積極的に支援していきます。 

  専門的人材の育成・確保 

本計画に掲げられている各種施策を推進していくためには、今後ますます増大・多様

化するニーズに対応できるよう、保健福祉サービス等を担当する職員の増強、専門職員

の育成・確保、資質の向上に努めるとともに、手話通訳者・要約筆記者をはじめとする

人材の養成を進めます。 

  財源の確保 

本計画を推進するため、財源の確保について努力するとともに、国、県に対し各種の

補助制度の拡充など財政的支援について要望します。 
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 ＰＤＣＡサイクルによる点検及び評価 

本計画を的確に推進していくために、毎年、計画の進捗状況や達成状況を点検・評価し、

それを次年度の施策・事業の実施に反映していく「ＰＤＣＡサイクル11」による計画の進

行管理を進めます。 

こうした計画の進行管理は行政内部で点検・評価した施策事業を「山梨市障害者等自立

支援協議会」の協力により、進捗をチェックするシステムをより効果的に運用します。 

 

 
■ＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 

 
  

 
11 計画（PLAN）、実行（DO）、評価（CHECK）、改善（ACT）の四段階の活動のこと。 
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第９章  資料編  支援費制度から障害者総合支援法の流れ  社会福祉基礎構造改革と支援費制度 

平成 11 年 6 月に当時の厚生省より｢社会福祉基礎構造改革について｣として社会福祉

事業法等改正法案大綱骨子が示されました。 

この改革は、昭和 26 年社会福祉事業法制定以来大きな改正の行われていない社会福

祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度について、今後増大・多

様化が見込まれる国民の福祉ニーズに対応するため、見直しを行うものでした。 

この改革の理念は、｢個人が尊厳を持ってその人らしい自立した生活が送れるよう支

えるという社会福祉の理念に基づいて、本改革を推進する｣としています。また、以下

のような具体的な方向性が掲げられました。 

・個人の自立を基本とし、その選択を尊重した制度の確立 

・質の高い福祉サービスの拡充 

・地域での生活を総合的に支援するための地域福祉の充実 

これを受け、障害者の自己決定を尊重し、事業者との対等な関係・契約によりサービ

スを利用する仕組みとして、平成 15年「支援費制度」が導入されました。 

ノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、障害者保健福

祉施策は飛躍的に充実しましたが、身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ご

とに縦割りでサービスが提供されているため、施設・事業体系がわかりにくく使いにく

いこと、地方自治体間におけるサービスの提供体制の格差が大きいこと、支援費制度に

おける国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源

を確保することが困難なこと等、制度上の問題点が指摘されていました。 

  障害者自立支援法 

支援費制度の問題点や課題を解決するとともに、障害者の地域生活と就労を進め、自

立を支援する観点から、障害者基本法の理念にのっとり、これまでの障害種別ごとに異

なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービスや公費負担医療費について、共通の制

度の下で一元的に提供する仕組みを創設するため、平成 18 年 4 月に障害者自立支援法

が施行されました。 

同法の主な柱は、障害の種別に関わらずサービスが利用できるよう障害福祉サービス

を一元化し、施設・事業を再編、市町村が一元的にサービスを提供する、利用者応益負

担と国の財政責任の明確化、就労支援の抜本的強化、支給決定の仕組みの透明化・明確

化等があげられます。また、障害者の自立を支えるために、障害福祉サービス、相談支

援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画（市町村障害福祉計画）の策定

が定められました。 
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 障害者自立支援法をめぐる動向 

障害者自立支援法の施行後、サービス利用料 1 割負担の導入による利用者の負担増大、

事業報酬の減収、新事業体系への転換の遅れ、地域生活支援事業の実施への不安等が課

題としてあげられました。 

このため国では、平成 18年度から平成 20年度の 3年間の特別対策として、利用者負

担のさらなる軽減、事業者に対する激変緩和措置、新法への円滑な移行等のための緊急

的な経過措置を実施しました。また、平成 19年 12月には、障害者自立支援法の抜本的

な見直しに向けた緊急措置として、利用者負担の見直し、事業者の経営基盤の強化、グ

ループホーム等の整備促進を実施しました。さらに、平成 22 年 4 月には、低所得者の

障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担について無料化しています。 

  障害者総合支援法 

障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、障害者を権利の主体と位置付け

た基本理念を定め、制度の谷間を埋めるために障害児については児童福祉法を根拠法に

整理しなおすとともに、難病等を対象とするなどの改正を行い、平成 25 年 4 月「障害

者総合支援法」が「障害者自立支援法」に代わるものとして施行されました。 

法律名は「障害者総合支援法」に変更されましたが、法律の基本的な構造は障害者自

立支援法と同じです。また、この法律は、障害者の重度化、高齢化、医療的ケアを要す

る障害児、精神障害者などの増加に伴い、個々のニーズに応じた福祉サービスの提供体

制を整備することを目的として、平成 30年 4月に改正施行されました。 
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 平成 30年 4月改正障害者総合支援法の概要 

今回の改正障害者総合支援法は、障害者の重度化・高齢化、医療的ケアを要する障害児

（医療的ケア児）や精神障害者の増加などに伴い、障害福祉サービスなどの利用者が多様

化している中で、個々の二―ズに応じたサービスの提供体制を整備することを目的として

います。 

内容的には、大きく 3 つのポイントがあり、これに基づいて、各施策・制度の見直しが

行われました。 

○障害者の望む地域生活の支援 

○障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

○サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

  障害者が望む地域生活の支援 

・就労定着に向けた支援を行う新たなサービス「就労定着支援」の創設 

・地域生活を支援する新たなサービス「自立生活援助」の創設 

・重度訪問介護の訪問先の拡大 

・高齢障害者の介護保険サービスの円滑な利用 等   障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

・居宅訪問により「児童発達支援」を提供するサービスの創設 

・保育所等訪問支援の支援対象の拡大 

・障害児のサービス提供体制の計画的な構築 等   サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

・補装具費の支給範囲の拡大（貸与の追加） 

・障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 等 
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 策定体制  山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定懇話会設置要綱 

 

平成 18年 9月 1日 

告示第 133号 

 

（設置） 

第 1条 山梨市障害福祉計画及び障害者計画（以下「計画」という。）の策定に当た

り、障害者の自立と社会参加を促進する上で、広く福祉関係者等の意見を求めるため、

山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定懇話会（以下「懇話会」という。）を設置す

る。 

（運営方式） 

第 2条 懇話会は、計画に対し意見又は要望を行うための懇話会として運営する。 

（構成） 

第 3条 懇話会は、委員 25人以内で組織し、市長が委嘱又は任命する。 

（会長及び副会長） 

第 4条 懇話会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選による。 

3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 5条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

（庶務） 

第 6条 懇話会の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第 7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の議事及び運営に必要な事項は会長が定

める。 

附 則 

この告示は、平成 18年 9月 1日から施行する。 

附 則（平成 29年 3月 29日告示第 45号） 

この告示は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

  附 則（令和 2年 6月 1日告示第 70号） 

この告示は、令和 2年 6月 1日から施行する。  
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 山梨市障害者計画策定懇話会委員名簿 

  団体名 役職名 氏名 

1 山梨県立大学 教授 大塚 ゆかり 

2 山梨市民生委員児童委員協議会 会 長 荻原 眞紀子 

3 山梨市医師会 会 長 中澤 良英 

4 山梨市障害者福祉会 会 長 村松 岩男 

5 山梨市聴覚障害者協会 副会長 高石 良郎 

6 山梨市視覚障害者協会 会 長 埜村 和美 

7 山梨市障害児者地域支援連絡会 会 長 佐野 克巳 

8 山梨市しゃくなげ会 会 長 坂本 祥子 

9     滝澤 勇太 

10 峡東保健所地域保健課 副主査 大内 誌 

11 社会福祉法人 三富福祉会 理事長 山西  孝 

12 
社会福祉法人 三富福祉会 

ハロハロ相談支援部「からりと」 
所 長 服部 敏寛 

13 
社会福祉法人 三富福祉会 

ハロハロ相談支援部「からりと」 
峡東圏域マネージャー 吉村  純 

14 社会福祉法人 忠恕会 施設長 戸澤 義春 

15 
社会福祉法人そだち会       

障害者支援施設 そだち園 
施設長 大西 俊宏 

16 
社会福祉法人 いずみ会 

児童発達支援センター ひまわり 
園 長 飯室 智恵子 

17 山梨厚生会 就労支援事業所 ひらしな 管理者 藤原 忠 

18 山梨厚生病院 総合相談センター長 水上 みや子 

19 日下部記念病院 医療福祉相談課長 中村 ひとみ 

20 山梨市社会福祉協議会 局長 古屋 貴章 

21 山梨市社会福祉協議会 主査 青木 励 

22 障害者相談センターちどり 管理者 武藤 剛 

23 
障がい者就業・生活支援センター 

コピット 
主任 佐藤 雅俊 

24 峡東圏域ピアサポーター   三枝 光一 
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 山梨市障害者計画策定プロジェクトチーム委員名簿 

  団体名 役職名 氏名 

1 
サポートセンターハロハロ 

相談支援部 からりと 
所長  相談支援部会長 服部 敏寛 

2 
児童発達支援センター 

ひまわり 
園長  児童部会長 飯室 智恵子 

3 山梨クリナース 施設長  就労部会長 戸澤 義春 

5 障害者相談センターちどり 管理者 地域移行支援部会長 武藤 剛 

4 
サポートセンターハロハロ 

相談支援部 からりと 
峡東圏域マネージャー 吉村 純 

8 山梨市福祉課障害福祉担当 課長補佐 古屋 はるみ 

10 〃 主任 社会福祉士 奥井 裕子 

11 〃 主任 精神保健福祉士 桑原 知絵 
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 山梨市障害福祉計画及び障害者計画策定庁内検討会議設置要綱 

平成 18年 9月 1日 

告示第 134号 

（目的） 

第 1 条 山梨市障害福祉計画及び障害者計画の策定等に当たり、関係各課等の連携を

密にし、その円滑かつ効率的な検討を行うため、山梨市障害福祉計画及び障害者計画策

定庁内検討会議（以下「検討会議」という。）を設置する。 

（構成） 

第 2条 検討会議は、委員若干名で組織する。 

2 検討会議の議長（以下「議長」という。）は、副市長とし、検討会議の副議長（以

下「副議長」という。）は、福祉課長とする。 

3 検討会議の委員は、関係各課の長とする。 

（議長及び副議長の職務） 

第 3条 議長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（所掌事項） 

第 4 条 検討会議は、山梨市障害福祉計画及び障害者計画の策定等に関し、次の事項

を所掌する。 

(1) 障害福祉計画及び障害者計画の基本方針及び基本構想に関すること。 

(2) 障害福祉計画素案の作成 

(3) 障害者計画素案の作成 

(4) その他必要とする事項 

（会議） 

第 5条 検討会議は議長が招集し、主宰する。 

2 検討会議に作業部会を置く。 

（作業部会） 

第 6 条 作業部会は別に定める職員（以下この条において「検討員」という。）をも

って構成する。 

2 検討員は、関係各課のリーダー等のうちから定める。 

3 検討員は、議長の命をうけて、分担事項の計画策定事務に従事する。 

（庶務） 

第 7条 検討会議の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第 8 条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が

別に定める。  
附 則 

この告示は、平成 18年 9月 1日から施行する。 

附 則（平成 18年 12月 25日告示第 166号） 

この告示は、平成 19年 4月 1日から施行する。 

附 則（令和 2年 6月 1日告示第 69号） 

この告示は、令和 2年 6月 1日から施行する。 
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 山梨市障害者計画策定庁内検討会委員名簿 

役職名 職名 氏名 

議長 副市長 古屋 博敏 

副議長 福祉課長 武井 学 

委員 

政策秘書課長 中山 浩貴 

財政課長 古屋 健司 

防災危機管理課長 宮澤 健一 

子育て支援課長 長沼 裕子 

健康増進課長 矢崎 貴恵 

介護保険課長 芳賀 光久 

商工労政課長 大沢 和洋 

建設課長 鶴田 圭司 

都市計画課長 日野原 大城 

学校教育課長 竹川 一郎 

生涯学習課長 加々美 修 
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 山梨市障害者計画策定庁内検討会議作業部会検討員名簿 

役職名 担当名 氏名 

政策秘書課 政策調整担当 堀内 聖斗 

財政課 経営管理担当 村田 詩織 

防災危機管理課 消防防災担当 芦沢 義仁 

子育て支援課 子育て支援担当 丸山 俊文 

健康増進課 健康支援担当 福島 しのぶ 

介護保険課 地域包括支援担当 柳原 めぐみ 

商工労政課 商工労政担当 原田 亙 

建設課 市営住宅担当 内田 宏國 

都市計画課 都市計画担当 飯島 幹根 

学校教育課 学校教育担当 宮本 貴光 

生涯学習課 生涯学習担当 根津 道仁 

社会福祉協議会 総務係 飯塚 雄志 

福祉課 

社会福祉担当 荻原 真理 

生活保護担当 望月 誠 

障害福祉担当 古屋 はるみ 

  髙原 あゆみ 

  窪川 明彦 

  奥井 裕子 

  芳賀 舞 

  桑原 知絵 

  雨宮 光 
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